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１．教育職員の病気休職者等について

１－１ 教育職員の病気休職者等について（概要）

平成23年度の分限処分は、全体で8,756人（前年度比143人減）である。そのうち病気休職処分

が8,544人（前年度比116人減）と全体の97.6％を占めている。病気休職のうち精神疾患によるも

のが、5,274人（前年度比133人減）で61.7％を占めている。

（単位：人）

休 職

年 度 降 任 免 職
病気休職 起訴休職 そ の 他

降 給 合 計

（うち精神疾患）

21年度 0 12 8,627 ( 5,458 ) 21 209 0 8,869

22年度 2 9 8,660 ( 5,407 ) 25 203 0 8,899

23年度 1 12 8,544 ( 5,274 ) 16 183 0 8,756

病気休職者数の推移（過去10年間）

5,303 

6,017 
6,308 

7,017 

7,655 
8,069 

8,578 8,627 8,660 8,544 

2,687 

3,194 
3,559 

4,178 
4,675 

4,995 
5,400 5,458 5,407 5,274 

50.7%
53.1%

56.4%
59.5%

61.1% 61.9%
63.0% 63.3% 62.4% 61.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

病気休職者数（人）

うち精神疾患による休職者数（人）

病気休職者に占める精神疾患の割合（％）（ 人 ）

- 1 -



（参考）教育職員に係る分限処分の推移（過去10年間） （単位：人）

休 職

年 度 降任 免職
病気休職 起訴休職 その他

降給 合 計

（うち精神疾患）

14年度 3 10 5,449 5,303 2,687 9 137 0 5,462

15年度 10 19 6,275 6,017 3,194 15 243 0 6,304

16年度 4 25 6,524 6,308 3,559 12 204 0 6,553

17年度 3 17 7,239 7,017 4,178 14 208 0 7,259

18年度 2 16 7,883 7,655 4,675 16 212 0 7,901

19年度 0 14 8,310 8,069 4,995 17 224 0 8,324

20年度 5 8 8,787 8,578 5,400 17 192 0 8,800

21年度 0 12 8,857 8,627 5,458 21 209 0 8,869

22年度 2 9 8,888 8,660 5,407 25 203 0 8,899

23年度 1 12 8,756 8,544 5,274 16 183 0 8,756

（１）病気休職者の状況

（ア）病気休職者数等の推移（過去10年間） （単位：人）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

在職者数 925,938 925,007 921,600 919,154 917,011 916,441 915,945 916,929 919,093 921,032

(A)

病 気 休 職

者数 5,303 6,017 6,308 7,017 7,655 8,069 8,578 8,627 8,660 8,544

(B)

う ち 精 神 疾

患 に よ る 休 2,687 3,194 3,559 4,178 4,675 4,995 5,400 5,458 5,407 5,274

職者数 (C)

在職者比(%)

(B)／(A) 0.57 0.65 0.68 0.76 0.83 0.88 0.94 0.94 0.94 0.93

(C)／(A) 0.29 0.35 0.39 0.45 0.51 0.55 0.59 0.60 0.59 0.57

(C)／(B) 50.7 53.1 56.4 59.5 61.1 61.9 63.0 63.3 62.4 61.7

（注）「在職者数」は、当該年度の「学校基本調査報告書」における公立の小学校、中学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助

教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員（本務者）の合計
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（イ）病気休職者の内訳

精神疾患による休職者については、教員構成比に比べて、40代以上の割合が高い。

学校種別の精神疾患者の割合

精神疾患者A 在職者数B A/B

小学校 2,347人 413,024人 0.57%

中学校 1,566人 236,433人 0.66%

高等学校 819人 190,909人 0.43%

中等教育学校 5人 1,234人 0.41%

特別支援学校 537人 79,432人 0.68%

計 5,274人 921,032人 0.57%

（注）在職者数：平成23年度学校基本調査より

病気休職者【年代別】
20代

549人

6.4%

50代以上

3,710人

43.4%

40代

2,590人

30.3%

30代

1,695人

19.8%

うち精神疾患者【年代別】

20代

422人

8.0%

50代以上

2,037人

38.6%

40代

1,712人

32.5%

30代

1,103人

20.9%

小学校

3,939人

46.1%

中学校

2,417人

28.3%

高等学校

1,333人

15.6%

中等教育

学校

7人

0.1%

特別支援

学校

848人

9.9%

病気休職者【学校種別】

小学校

2,347人

44.5%

中学校

1,566人

29.7%

高等学校

819人

15.5%

中等教育

学校

5人

0.1%

特別支援

学校

537人

10.2%

うち精神疾患者【学校種別】

20代

94,655人

11.4%

30代

178,441人

21.4%

40代

255,922人

30.7%

50代以上

303,903人

36.5%

《参考》公立学校年代別教員数構成比率

（平成22年度学校教員統計調査より）
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性別の精神疾患者の割合 職種別の精神疾患者の割合

精神疾患者A 在職者数 A/B 精神疾患者A 在職者数B A/B

男性 2,539人 452,391人 0.56% 校長 28人 34,926人 0.08%

女性 2,735人 468,641人 0.58% 副校長等 94人 38,841人 0.24%

計 5,274人 921,032人 0.57% 主幹教諭等 65人 19,378人 0.34%

（注）在職者数：平成23年度学校基本調査より 教諭等 4,860人 766,612人 0.63%

養護教諭 129人 39,637人 0.33%

その他 98人 21,638人 0.45%

計 5,274人 921,032人 0.57%

（注）在職者数：平成23年度学校基本調査より

病気休職（精神疾患除く）と精神疾患
【性別】

女性(精神

疾患）

2,735人

32.0%

男性（病気

休職（精神

除く））

1,108人

13.0%

女性（病気

休職（精神

除く））

2,162人

25.3%

男性（精神

疾患）

2,539人

29.7%

うち精神疾患者【性別】

女性

2,735人

51.9%

男性

2,539人

48.1%

病気休職者【職種別】

その他

165人

1.9%

養護教諭

307人

3.6%

校長

82人

1.0%

副校長等

173人

2.0%主幹教諭等

132人

1.5%

教諭等

7,685人

89.9%

うち精神疾患者【職種別】

副校長等

94人

1.8%

校長

28人

0.5%

主幹教諭等

65人

1.2%

養護教諭

129人

2.4%

その他

98人

1.9%
教諭等

4,860人

92.2%
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（ウ）精神疾患による休職発令時点での所属校における勤務年数

精神疾患による休職者のうち、約半数が所属校勤務2年未満で休職が発令されている。

（エ）精神疾患による休職者の休職発令後の状況

精神疾患による休職者のうち、約4割が休職を継続し、約4割が復職している。

6年以上

675人

12.8%
5年以上

6年未満

334人

6.3%

4年以上

5年未満

446人

8.5%

3年以上

4年未満

611人

11.6%

2年以上

3年未満

824人

15.6%

1年以上

2年未満

1,174人

22.3%

6月未満

368人

7.0%

6月以上

1年未満

842人

16.0%

退職

1,073人

20.3%

引き続き休職

2,244人

42.5%

復職

1,957人

37.1%
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（２）都道府県・政令指定都市教育委員会における精神疾患により病気休職となった者に対する復職

支援

実施している教育委員会数

実施態様等

23年度 24年度

(全66教委中) (全67教委中)

復職支援プログラムを実施している。 63 66

（うち復職後の経過観察等も含む復職支援プログラムを実施している） 45 51

復職支援プログラムを実施する予定である。 1 0

実施を検討中である。 2 1

実施予定はない。 0 0
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１－２　分限処分の状況一覧（平成２３年度）
（単位：人）

（うち精神疾患）

北 海 道 1 349 246 350
青 森 県 109 62 109
岩 手 県 96 62 96
宮 城 県 1 86 54 87
秋 田 県 54 38 54
山 形 県 77 45 1 78
福 島 県 126 78 8 134
茨 城 県 101 67 101
栃 木 県 119 70 119
群 馬 県 105 49 105
埼 玉 県 364 214 364
千 葉 県 1 1 1 324 189 327
東 京 都 1 2 779 527 45 827
神 奈 川 県 224 148 9 233
新 潟 県 1 122 81 123
富 山 県 59 36 1 60
石 川 県 62 38 62
福 井 県 60 39 60
山 梨 県 16 13 16
長 野 県 1 129 84 130
岐 阜 県 131 84 131
静 岡 県 1 94 63 10 105
愛 知 県 2 367 221 369
三 重 県 1 1 135 97 4 141
滋 賀 県 1 87 54 88
京 都 府 1 94 59 1 96
大 阪 府 2 488 301 30 520
兵 庫 県 1 232 88 28 261
奈 良 県 1 1 77 43 79
和 歌 山 県 92 41 92
鳥 取 県 45 33 45
島 根 県 1 64 39 65
岡 山 県 96 61 4 100
広 島 県 1 194 123 195
山 口 県 93 58 2 95
徳 島 県 63 35 4 67
香 川 県 52 31 52
愛 媛 県 1 96 60 97
高 知 県 96 47 96
福 岡 県 208 137 208
佐 賀 県 1 70 42 4 75
長 崎 県 99 49 99
熊 本 県 117 86 117
大 分 県 109 79 109
宮 崎 県 111 70 111
鹿 児 島 県 126 82 126
沖 縄 県 373 158 2 375
札 幌 市 104 74 104
仙 台 市 37 14 37
さ い た ま 市 45 24 45
千 葉 市 35 18 35
川 崎 市 1 101 62 102
横 浜 市 209 147 14 223
相 模 原 市 42 28 42
新 潟 市 22 15 22
静 岡 市 16 9 2 18
浜 松 市 16 16 1 17
名 古 屋 市 113 80 113
京 都 市 88 66 88
大 阪 市 208 146 11 219
堺 市 2 52 27 2 56
神 戸 市 48 13 48
岡 山 市 25 16 25
広 島 市 81 55 81
北 九 州 市 59 37 59
福 岡 市 73 46 73
合 計 1 12 16 8,544 5,274 183 8,756

合　計休職
分　限　処　分　の　種　類

県 市 名
降　任 免　職

起訴休職 その他
降　給

病気休職
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１－３　精神疾患による休職発令時点での所属校における勤務年数

○

６月未満
６月以上
１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上 合計

311 764 1,076 724 540 382 284 568 4,649

6.7% 16.4% 23.1% 15.6% 11.6% 8.2% 6.1% 12.2% －

６月未満
６月以上
１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上 合計

57 78 98 100 71 64 50 107 625

9.1% 12.5% 15.7% 16.0% 11.4% 10.2% 8.0% 17.1% －

６月未満
６月以上
１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上 合計

368 842 1,174 824 611 446 334 675 5,274

7.0% 16.0% 22.3% 15.6% 11.6% 8.5% 6.3% 12.8% －

(単位：人）精神疾患による休職発令時点での所属校勤務年数内訳

今回の休職発
令の時点から過
去１年以内にお
いて、精神疾患
による休職期間
がない者

今回の休職発
令の時点から過
去１年以内にお
いて、精神疾患
による休職期間
がある者

今回の休職発令時点での所属校における勤務年数（Ａ）

過去１年以内の精神疾患による（今回の休職ではない）発令時点での所属校における勤
務年数（Ｂ）

上記の合計（Ａ＋Ｂ）

今回の休職発令の時点から過去１年以内に精神疾患による休職がある者の割合：１１．８％

6月未満 

368人 

7.0% 

6月以上1年未

満 

842人 

16.0% 

1年以上2年未

満 

1,174人 

22.3% 
2年以上3年未

満 

824人 

15.6% 

3年以上4年未

満 

611人 

11.6% 

4年以上5年未

満 

446人 

8.5% 

5年以上6年未

満 

334人 

6.3% 

6年以上 

675人 

12.8% 
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6月未満

311人

6.7%
6月以上1年未

満

764人

16.4%

1年以上2年未

満

1,076人

23.1%2年以上3年未

満

724人

15.6%

3年以上4年未

満

540人

11.6%

4年以上5年未

満

382人

8.2%

5年以上6年未

満

284人

6.1%

6年以上

568人

12.2%

今回の精神疾患による休職発令時点での

所属校における勤務年数（Ａ）

6月未満

57人

9.1%
6月以上1年未

満

78人

12.5%

1年以上2年未

満

98人

15.7%

2年以上3年未

満

100人

16.0%

3年以上4年未

満

71人

11.4%

4年以上5年未

満

64人

10.2%

5年以上6年未

満

50人

8.0%

6年以上

107人

17.1%

過去１年以内の精神疾患による休職（今回の休職では

ない）発令時点での所属校における勤務年数（Ｂ）

※今回の休職発令の時点から過去１年以内において、精神疾患に
よる休職期間がある者

【左のグラフに該当する事例①】

│16年度│17年度│18年度│19年度│20年度│21年度│22年度│23年度│     

① ②

（休職期間：H16.12.1～H19.8.31） （休職期間：H20.10.1～H23.4.30）

１年を超える

今回の休職発令時点(H20.10.1)から過去１年以内に精神疾患による
休職期間がない（①の終期と②の始期の間が１年を超えている）ので、
「今回の休職発令時点から過去１年以内において、精神疾患による休
職期間がない者」として整理し、「今回の休職発令時点での所属校にお
ける勤務年数」に応じて人数及び割合をグラフ化している。

【左のグラフに該当する事例】

│16年度│17年度│18年度│19年度│20年度│21年度│22年度│23年度│     

① ②

（休職期間：H17.2.1～H19.11.30） （休職期間：H20.10.1～H23.4.30）

１年以内

今回の休職発令時点(H20.10.1)から過去１年以内に精神疾患による
休職期間がある（①の終期と②の始期の間が１年以内）ので、「今回の
休職発令時点から過去１年以内において、精神疾患による休職期間が
ある者」として整理し、「過去１年以内の精神疾患による休職（今回の休
職ではない）発令時点での所属校における勤務年数」に応じて人数及
び割合をグラフ化している。

※今回の休職発令の時点から過去１年以内において、精神疾患
による休職期間がない者

【左のグラフに該当する事例②】

│16年度│17年度│18年度│19年度│20年度│21年度│22年度│23年度│     

①

（休職期間：H20.10.1～H23.4.30）

今回の休職発令時点(H20.10.1)から過去１年以内に精神疾患による
休職期間がない（①のみ）ので、「今回の休職発令時点から過去１年以
内において、精神疾患による休職期間がない者」として整理し、「今回の
休職発令時点での所属校における勤務年数」に応じて人数及び割合を
グラフ化している。
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１－４　精神疾患による休職者の休職発令後の状況

○ 精神疾患による休職者の休職発令後の状況内訳

復職 引き続き休職 退職 合計

1,099 1,422 445 2,966

37.1% 47.9% 15.0% －

復職 引き続き休職 退職 合計

858 822 628 2,308

37.2% 35.6% 27.2% －

復職 引き続き休職 退職 合計

1,957 2,244 1,073 5,274

37.1% 42.5% 20.3% －

平成24年4月1日現在の状況

平成24年4月1日現在の状況

平成２３年度中新規に休
職発令された者（A）

平成２２年度中又はそれ
以前に休職発令され、平
成２３年度引き続き休職
となっている者（B）

上記の合計（A+B）

復職 

1,957人 

37% 

引き続き休

職 

2,244人 

43% 

退職 

1,073人 

20% 

- 10 -



１
－

５
　

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

概
要

１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

北
海

道

　
北

海
道

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
職

員
で

、
精

神
疾

患
に

よ
る

休
職

者
　

受
講

義
務

は
な

い
。

た
だ

し
、

復
職

に
向

け
た

健
康

診
査

で
は

、
職

場
復

帰
訓

練
の

結
果

は
、

審
査

判
定

の
重

要
な

資
料

と
な

る
。

　
　

「
職

場
復

帰
訓

練
」
は

治
療

行
為

の
一

環
と

し
て

の
位

置
付

け
で

、
所

属
長

は
職

員
及

び
そ

の
家

族
と

協
議

の
う

え
、

主
治

医
の

指
示

に
基

づ
き

、
具

体
的

内
容

に
つ

い
て

決
定

す
る

。
本

人
所

属
職

場
で

実
施

し
、

本
人

を
復

帰
後

の
職

場
環

境
、

人
間

関
係

等
に

徐
々

に
慣

れ
さ

せ
る

と
と

も
に

、
職

場
の

受
入

体
制

を
整

え
る

。

　
原

則
４

～
１

２
週

　
な

し
　

所
属

長
は

、
適

宜
本

人
と

の
面

談
を

行
い

、
健

康
状

況
や

勤
務

状
況

等
に

つ
い

て
把

握
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

主
治

医
や

家
族

と
の

連
絡

を
行

う
。

　
復

職
３

か
月

後
の

本
人

の
勤

務
状

況
、

療
養

状
況

等
に

つ
い

て
、

所
属

長
か

ら
報

告
書

を
提

出
し

て
も

ら
う

が
、

そ
の

後
に

お
い

て
も

必
要

に
応

じ
て

所
属

長
は

復
職

し
た

職
員

と
面

談
を

行
う

。

青
森

県

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
県

立
学

校
職

員
及

び
県

費
負

担
教

職
員

で
、

主
治

医
の

了
承

の
下

、
試

し
出

勤
を

希
望

す
る

者

　
な

し
　

職
場

環
境

や
人

間
関

係
に

徐
々

に
慣

れ
円

滑
に

試
し

出
勤

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

４
段

階
と

し
、

当
該

職
員

の
状

況
に

応
じ

て
定

め
る

。
　

実
施

場
所

は
、

原
則

と
し

て
当

該
職

員
の

所
属

す
る

職
場

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

か
ら

８
週

間
　

あ
り

（
公

立
学

校
共

済
組

合
負

担
）

　
な

し
　

な
し

岩
手

県

　
本

庁
、

教
育

機
関

等
及

び
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
で

、
復

帰
訓

練
を

希
望

す
る

者
　

市
町

村
立

学
校

の
教

職
員

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
教

育
委

員
会

か
ら

依
頼

の
あ

っ
た

者

　
な

し
・
訓

練
開

始
時

期
　

 復
職

の
可

否
を

審
査

す
る

特
別

健
康

審
査

会
の

1
か

月
程

度
前

か
ら

実
施

し
、

職
場

復
帰

で
き

る
程

度
ま

で
回

復
し

、
主

治
医

の
承

認
の

も
と

に
本

人
が

希
望

し
た

と
き

に
、

本
人

及
び

家
族

等
と

協
議

し
各

課
等

の
長

が
決

定
・
実

施
場

所
　

 訓
練

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
職

員
が

所
属

す
る

職
場

・
実

施
内

容
　

 職
場

に
慣

れ
る

訓
練

か
ら

始
め

、
段

階
的

に
実

際
の

職
務

に
準

ず
る

内
容

・
訓

練
へ

の
支

援
体

制
　

 各
課

等
の

長
は

、
本

人
の

了
解

の
も

と
に

、
家

族
、

主
治

医
、

産
業

医
、

主
任

安
全

衛
生

管
理

者
な

ど
の

関
係

職
員

、
機

関
と

必
要

な
情

報
提

供
等

を
行

い
連

携
し

て
支

援

　
原

則
と

し
て

、
6
か

月
未

満
の

病
気

休
暇

中
の

者
は

2
週

間
と

し
、

休
職

中
の

者
は

4
週

間
　

た
だ

し
、

訓
練

中
の

状
況

に
よ

り
訓

練
期

間
の

延
長

、
短

縮
や

訓
練

内
容

の
変

更
を

行
い

又
は

中
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
共

済
組

合
負

担
・
障

害
保

険
死

亡
：
2
,0

0
0
万

円
後

遺
障

害
：
6
0
～

2
,0

0
0
万

円 入
院

日
額

：
7
,5

0
0
円

通
院

日
額

：
5
,0

0
0
円

・
賠

償
責

任
保

険
身

体
：
1
0
億

円
対

物
：
1
,0

0
0
万

円

　
特

別
健

康
審

査
会

の
審

査
を

経
て

復
職

し
た

者
を

対
象

に
、

再
発

防
止

に
向

け
復

職
支

援
相

談
を

実
施

し
て

い
る

。
（
内

容
）

　
保

健
師

が
、

復
職

者
の

所
属

す
る

学
校

を
訪

問
し

、
治

療
状

況
や

健
康

状
態

・
そ

の
他

に
つ

い
て

健
康

相
談

を
受

け
る

と
と

も
に

、
所

属
長

か
ら

復
職

後
の

観
察

状
況

を
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

再
発

防
止

に
向

け
た

助
言

指
導

を
行

っ
て

い
る

。

　
復

職
後

3
か

月
～

半
年

を
目

途
に

復
職

支
援

相
談

を
実

施

宮
城

県

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
休

職
を

し
て

い
る

者
の

う
ち

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
を

希
望

す
る

者
　

な
し

・
内

容
（
教

員
の

場
合

の
例

）
　

４
段

階
で

行
っ

て
お

り
、

１
段

階
の

最
初

の
１

週
間

は
半

日
の

実
施

で
職

場
に

慣
れ

る
こ

と
を

目
的

と
し

、
授

業
参

観
、

給
食

・
清

掃
指

導
な

ど
を

行
う

。
　

２
段

階
の

２
週

目
は

児
童

生
徒

の
在

校
時

間
帯

で
、

１
段

階
の

内
容

に
加

え
、

Ｔ
Ｔ

方
式

で
の

Ｔ
２

で
の

授
業

を
行

う
。

　
３

段
階

の
３

週
目

は
児

童
生

徒
の

在
校

時
間

帯
で

２
段

階
の

内
容

に
加

え
、

Ｔ
Ｔ

方
式

で
の

Ｔ
１

の
授

業
を

行
う

。
　

４
段

階
の

４
週

間
目

は
、

フ
ル

タ
イ

ム
で

通
常

勤
務

に
近

い
内

容
と

し
、

３
段

階
の

内
容

に
加

え
、

単
独

授
業

を
行

う
。

・
場

所
　

所
属

校
で

実
施

　
4
週

間
を

基
本

と
し

て
い

る
。

　
訓

練
中

の
ケ

ガ
等

に
対

応
す

る
た

め
、

傷
害

保
険

に
加

入
し

て
い

る
。

　
県

立
学

校
に

お
い

て
は

、
１

月
後

、
３

月
後

、
６

月
後

、
１

２
月

後
の

計
４

回
の

状
況

報
告

に
よ

り
把

握
。

小
中

学
校

に
お

い
て

は
、

毎
月

教
育

事
務

所
に

よ
る

勤
務

状
況

等
に

つ
い

て
の

把
握

　
復

職
後

１
年

秋
田

県

　
秋

田
県

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
公

立
学

校
の

教
員

で
精

神
性

の
疾

患
に

よ
り

休
職

中
の

者

　
な

し
　

具
体

的
な

内
容

や
期

間
は

復
職

訓
練

計
画

に
て

定
め

る
。

　
こ

の
計

画
は

、
訓

練
対

象
者

の
所

属
が

市
町

村
立

小
中

学
校

の
場

合
は

市
町

村
教

育
委

員
会

が
策

定
し

、
県

立
学

校
の

場
合

は
所

属
長

が
策

定
す

る
。

　
ま

た
、

復
職

訓
練

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

訓
練

対
象

者
及

び
主

治
医

等
と

十
分

協
議

し
、

病
気

の
回

復
状

況
を

考
慮

し
、

職
場

環
境

や
人

間
関

係
に

徐
々

に
慣

れ
円

滑
に

復
職

訓
練

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
訓

練
対

象
者

は
、

復
職

訓
練

計
画

の
実

施
状

況
を

当
日

の
復

職
訓

練
が

終
了

し
た

都
度

、
復

職
訓

練
日

誌
に

記
入

し
、

所
属

長
に

提
出

す
る

。
所

属
長

（
訓

練
対

象
者

の
所

属
が

市
町

村
立

小
中

学
校

の
場

合
は

市
町

村
教

育
委

員
会

を
含

む
。

）
は

、
復

職
訓

練
計

画
の

実
施

状
況

を
把

握
し

、
復

職
訓

練
観

察
記

録
に

記
入

し
、

必
要

に
応

じ
て

県
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
。

　
県

教
育

委
員

会
は

、
復

職
訓

練
計

画
の

実
施

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

必
要

に
応

じ
復

職
訓

練
を

観
察

し
、

復
職

訓
練

観
察

記
録

に
記

入
す

る
。

　
復

職
訓

練
の

場
所

は
、

訓
練

対
象

者
の

所
属

す
る

職
場

で
あ

る
。

　
原

則
と

し
て

４
週

間
か

ら
３

か
月

程
度

と
し

、
訓

練
対

象
者

の
状

況
や

そ
の

他
の

事
情

に
よ

り
期

間
を

定
め

る
。

　
な

し
　

所
属

長
（
復

職
し

た
訓

練
対

象
者

の
所

属
が

市
町

村
立

小
中

学
校

の
場

合
は

市
町

村
教

育
委

員
会

）
は

、
復

職
後

の
訓

練
対

象
者

の
状

況
（
校

務
分

掌
及

び
授

業
時

間
数

、
職

場
で

の
状

況
、

通
院

や
服

薬
の

状
況

、
身

体
的

な
状

況
、

精
神

的
な

状
況

、
対

人
関

係
な

ど
）
に

つ
い

て
、

復
職

後
３

か
月

後
及

び
６

か
月

後
に

、
復

職
後

状
況

報
告

書
に

よ
り

県
教

育
委

員
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
６

月

山
形

県

　
県

立
学

校
教

職
員

及
び

県
費

負
担

市
町

村
立

学
校

教
職

員
で

精
神

疾
患

に
よ

り
休

職
又

は
休

暇
中

の
者

　
な

し
　

対
象

者
が

職
場

復
帰

訓
練

を
申

出
し

た
場

合
に

、
所

属
長

が
作

成
す

る
職

場
復

帰
訓

練
計

画
に

合
意

し
、

主
治

医
の

同
意

を
得

た
上

で
、

対
象

者
の

所
属

に
お

い
て

実
施

。
　

　
　

職
場

復
帰

訓
練

は
、

通
勤

や
職

場
に

慣
れ

る
こ

と
か

ら
段

階
的

に
行

う
。

　
休

職
者

は
４

週
間

程
度

、
休

暇
中

の
者

は
２

週
間

程
度

を
目

安
と

す
る

が
、

対
象

者
の

状
況

に
応

じ
て

伸
縮

可
能

。

　
傷

害
保

険
に

加
入

。
　

所
属

長
は

、
精

神
疾

患
に

よ
る

長
期

休
業

の
再

発
防

止
を

図
る

た
め

、
対

象
者

の
職

場
復

帰
後

サ
ポ

ー
ト

計
画

を
作

成
し

、
対

象
者

と
の

面
談

や
業

務
軽

減
等

の
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。
　

対
象

者
の

職
場

復
帰

６
か

月
後

に
健

康
管

理
報

告
書

に
よ

り
、

所
属

長
が

健
康

管
理

状
況

を
報

告
。

　
６

か
月

福
島

県

精
神

科
疾

患
に

罹
患

し
た

こ
と

を
原

因
と

し
て

地
公

法
第

２
８

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
基

づ
く
休

職
を

命
ぜ

ら
れ

た
県

教
委

任
命

に
係

る
教

職
員

（
市

町
村

立
学

校
に

勤
務

す
る

県
費

負
担

教
職

員
を

含
む

）
の

う
ち

、
連

続
し

て
３

か
月

を
超

え
て

休
職

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
、

か
つ

、
以

下
に

該
当

す
る

者
。

　
(1

) 
症

状
が

安
定

し
て

い
る

こ
と

。
　

(2
) 
本

人
が

試
行

勤
務

の
実

施
を

希
望

し
て

い
る

こ
と

。
　

(3
) 
試

行
勤

務
の

実
施

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
と

主
治

医
が

判
断

し
て

い
る

こ
と

。

義
務

で
は

な
い

も
の

の
、

円
滑

な
職

場
復

帰
を

目
的

と
す

る
趣

旨
を

理
解

し
て

も
ら

い
、

原
則

と
し

て
実

施
し

て
い

る
。

【
実

施
内

容
】

　
職

場
の

雰
囲

気
に

慣
れ

る
こ

と
か

ら
始

め
、

段
階

的
に

勤
務

時
間

及
び

業
務

量
を

増
や

し
、

最
終

的
に

は
、

復
職

し
た

場
合

の
８

割
程

度
の

業
務

、
教

諭
等

に
あ

っ
て

は
、

所
属

長
の

指
導

監
督

の
下

、
Ｔ

Ｔ
に

よ
る

授
業

や
学

級
活

動
等

の
指

導
を

行
え

る
こ

と
を

目
指

す
。

【
実

施
場

所
】

　
原

則
と

し
て

対
象

教
職

員
が

所
属

す
る

職
場

。

休
職

期
間

中
に

実
施

し
、

４
週

間
を

標
準

と
す

る
。

な
し

な
し

な
し

県
 市

 名
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

茨
城

県

　
茨

城
県

教
職

員
保

健
管

理
規

則
に

基
づ

き
、

神
経

精
神

疾
患

に
よ

り
、

茨
城

県
教

職
員

健
康

審
査

委
員

会
の

審
査

を
経

て
、

県
教

育
委

員
会

教
育

長
か

ら
要

休
業

・
要

医
療

の
指

示
を

受
け

、
療

養
休

暇
を

取
得

し
て

い
る

者
及

び
地

方
公

務
員

法
第

２
８

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
者

　
な

し
　

対
象

者
が

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
職

場
復

帰
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
）
の

実
施

を
希

望
し

、
主

治
医

、
校

長
が

了
解

し
た

場
合

に
実

施
す

る
。

 原
則

と
し

て
、

各
段

階
の

目
的

に
応

じ
て

、
校

務
分

掌
に

係
る

業
務

、
作

業
、

授
業

等
を

４
段

階
に

分
け

て
、

対
象

者
の

所
属

校
に

お
い

て
実

施
す

る
。

　
３

か
月

以
内

　
あ

り
　

な
し

　
な

し

栃
木

県

・
精

神
神

経
系

疾
患

に
よ

り
休

職
中

の
職

員
・
精

神
神

経
系

疾
患

に
よ

り
引

き
続

き
３

か
月

以
上

傷
病

休
暇

で
休

ん
で

い
る

職
員

　
た

だ
し

、
学

校
に

勤
務

す
る

職
員

で
校

長
を

除
く
教

育
給

料
表

適
用

職
員

　
訓

練
に

つ
い

て
は

、
休

職
者

等
の

任
意

で
あ

る
が

、
趣

旨
を

理
解

し
て

も
ら

い
訓

練
を

受
け

る
よ

う
指

導
し

て
い

る
。

第
１

段
階

：
学

校
に

慣
れ

る
（
授

業
参

観
、

給
食

指
導

な
ど

）
第

２
段

階
：
授

業
の

復
帰

訓
練

第
一

歩
（
１

～
２

時
間

程
度

の
授

業
実

施
）

第
３

段
階

：
授

業
の

復
帰

訓
練

（
時

間
割

ど
お

り
の

授
業

を
実

施
）

第
４

段
階

：
教

師
と

し
て

の
復

帰
訓

練
（
授

業
の

実
施

に
加

え
、

担
任

や
校

務
分

掌
等

、
通

常
の

職
務

を
行

う
。

）
実

施
場

所
は

、
職

員
の

所
属

校

　
原

則
４

週
間

で
実

施
。

　
た

だ
し

、
状

況
に

応
じ

て
延

長
も

可
能

　
な

し
　

な
し

な
し

群
馬

県

　
県

立
学

校
教

職
員

、
県

費
負

担
教

職
員

で
、

精
神

疾
患

に
よ

り
病

気
休

職
を

命
じ

ら
れ

 又
は

病
気

休
暇

を
取

得
し

て
お

り
、

そ
の

期
間

が
３

０
日

を
超

え
る

教
職

員
。

ま
た

は
、

３
０

日
以

下
で

あ
っ

て
も

、
主

治
医

が
必

要
と

認
め

る
者

、
訓

練
の

実
施

を
希

望
す

る
者

、
審

査
会

で
必

要
と

認
め

る
者

。

　
あ

り
・
第

1
段

階
 1

日
4
時

間
×

1
週

間
（
目

的
：
学

校
の

雰
囲

気
に

慣
れ

る
）

・
第

2
段

階
 1

日
6
時

間
×

2
週

間
（
目

的
：
授

業
参

観
や

教
材

研
究

を
行

っ
た

上
で

、
授

業
を

実
施

す
る

）
・
第

3
段

階
 1

日
正

規
の

勤
務

時
間

×
5
週

間
（
目

的
：
指

導
計

画
に

合
わ

せ
て

授
業

を
実

施
す

る
、

正
規

の
勤

務
時

間
に

合
わ

せ
て

生
活

リ
ズ

ム
を

作
る

）
実

施
場

所
：
対

象
者

の
所

属

　
原

則
８

週
間

と
し

、
1
6
週

間
を

限
度

と
す

る
。

　
賠

償
責

任
保

険
、

普
通

傷
害

保
険

に
加

入
　

教
職

員
精

神
保

険
審

査
会

へ
の

勤
務

状
況

等
の

報
告

。
県

立
学

校
教

職
員

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
保

健
師

の
学

校
訪

問
及

び
電

話
等

に
よ

る
支

援
を

実
施

。

　
原

則
　

3
か

月

埼
玉

県

　
精

神
疾

患
に

よ
る

休
職

者
　

な
し

　
た

だ
し

、
円

滑
な

職
場

復
帰

を
目

的
と

し
て

、
対

象
者

は
全

員
実

施
し

て
い

る
。

【
内

容
】

　
職

場
に

慣
れ

る
こ

と
か

ら
開

始
し

、
最

終
的

に
は

復
職

後
の

業
務

と
ほ

ぼ
同

程
度

の
訓

練
を

行
う

「
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

」
を

実
施

す
る

。
【
実

施
場

所
】

　
休

職
者

の
所

属
所

　
４

週
間

程
度

　
あ

り
・
教

職
員

健
康

審
査

会
へ

の
状

況
報

告
主

治
医

の
診

断
書

及
び

所
属

長
の

観
察

報
告

書
に

よ
る

、
健

康
審

査
会

で
の

書
面

審
査

・
主

治
医

・
家

族
等

と
の

連
携

所
属

長
等

に
よ

る
経

過
観

察
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
主

治
医

・
家

族
と

連
絡

を
取

り
合

う
。

　
教

職
員

の
健

康
状

態
に

つ
い

て
、

医
学

的
判

断
に

基
づ

い
た

、
個

別
の

必
要

な
期

間

千
葉

県

　
学

校
職

員
　

な
し

　
原

則
６

か
月

以
内

の
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

、
学

校
等

に
お

い
て

職
場

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

。
　

原
則

６
か

月
以

内
　

傷
害

保
険

加
入

・
校

内
受

入
態

勢
の

整
備

・
復

職
後

の
様

子
を

定
期

的
に

観
察

し
、

症
状

の
再

発
や

新
た

な
問

題
の

有
無

を
確

認
す

る
。

  
随

時
（
特

に
期

間
は

定
め

て
い

な
い

。
）

東
京

都

  
東

京
都

公
立

学
校

教
員

　
な

し
【
内

容
】

・
第

１
段

階
（
職

場
の

雰
囲

気
に

慣
れ

る
。

）
：
週

３
日

、
半

日
程

度
。

文
書

作
成

補
助

、
パ

ソ
コ

ン
練

習
、

図
書

管
理

・
整

理
等

・
第

２
段

階
（
教

職
を

視
野

に
入

れ
る

。
）
：
週

３
～

５
日

、
半

日
程

度
以

上
。

分
掌

補
助

、
指

導
案

作
成

、
授

業
参

観
、

給
食

・
清

掃
指

導
等

・
第

３
段

階
（
教

壇
に

立
つ

。
）
：
週

５
日

、
ほ

ぼ
全

日
。

授
業

参
観

、
給

食
・
清

掃
指

導
、

担
当

教
科

の
指

導
、

管
理

職
の

も
と

授
業

実
施

等
【
実

施
場

所
】

対
象

者
の

所
属

学
校

　
原

則
と

し
て

、
３

か
月

　
公

費
に

よ
る

傷
害

保
険

の
加

入
　

復
職

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
所

属
学

校
へ

の
訪

問
　

な
し

神
奈

川
県

　
県

立
学

校
に

勤
務

す
る

職
員

及
び

県
費

負
担

教
職

員
の

う
ち

、
心

身
の

故
障

に
よ

り
休

職
中

の
職

員
で

、
こ

れ
を

行
う

こ
と

を
申

し
出

た
者

　
な

し
・
心

身
の

故
障

に
よ

り
休

職
中

の
職

員
の

円
滑

な
復

職
を

図
る

た
め

、
治

療
の

一
環

と
し

て
、

所
属

す
る

職
場

に
お

い
て

職
場

復
帰

の
た

め
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

。
・
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
期

間
は

、
３

か
月

以
内

の
期

間
で

、
主

治
医

の
意

見
に

基
づ

き
、

職
員

が
申

し
出

た
期

間
と

す
る

。
・
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
及

び
そ

の
内

容
は

、
主

治
医

と
協

議
の

う
え

、
校

長
が

決
定

す
る

。

　
３

か
月

以
内

　
な

し
　

健
康

審
査

会
に

お
い

て
決

定
し

た
措

置
状

況
に

応
じ

て
、

定
期

的
に

療
養

経
過

報
告

書
、

診
断

書
、

勤
務

適
応

状
況

報
告

書
等

を
所

属
長

を
経

由
し

て
提

出
さ

せ
る

。

　
健

康
審

査
会

に
お

い
て

普
通

勤
務

、
か

つ
、

健
康

の
措

置
判

断
が

下
さ

れ
る

ま
で

の
期

間

新
潟

県

・
休

職
の

発
令

を
受

け
て

い
る

教
職

員
・
３

月
以

上
に

わ
た

り
病

気
休

暇
を

取
得

し
又

は
取

得
を

予
定

し
て

い
る

教
職

員
・
所

属
長

が
支

援
を

必
要

と
認

め
た

教
職

員

　
な

し
【
実

施
場

所
】

　
対

象
者

の
在

籍
所

属
【
実

施
用

務
例

（
教

諭
の

場
合

）
】

　
・
第

１
段

階
…

職
場

の
雰

囲
気

に
慣

れ
る

。
（
週

２
日

・
２

時
間

程
度

）
　

・
第

２
段

階
…

職
場

・
仕

事
の

内
容

に
慣

れ
る

。
（
週

３
日

・
３

～
４

時
間

）
　

・
第

３
段

階
…

児
童

・
生

徒
と

の
ふ

れ
あ

い
に

慣
れ

る
。

（
毎

日
・
３

～
６

時
間

）
　

・
第

４
段

階
…

職
場

復
帰

に
向

け
て

具
体

的
な

準
備

を
行

う
。

（
毎

日
・
４

時
間

～
正

規
の

勤
務

時
間

）

　
原

則
と

し
て

４
週

間
以

内
　

あ
り

（
傷

害
保

険
）

　
復

職
後

、
保

健
師

の
学

校
訪

問
や

電
話

等
に

よ
り

、
状

況
を

把
握

し
て

い
る

。
　

状
況

に
よ

り
個

別
に

判
断

石
川

県

　
県

立
学

校
（
大

学
を

除
く
。

）
の

校
長

、
教

員
、

実
習

助
手

及
び

寄
宿

舎
指

導
員

並
び

に
県

費
負

担
教

職
員

で
あ

っ
て

、
精

神
疾

患
に

よ
り

休
職

中
の

者

　
な

し
　

休
職

し
た

ま
ま

所
属

す
る

学
校

に
お

い
て

職
務

に
関

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
い

、
ス

ム
ー

ズ
に

職
場

復
帰

を
果

た
す

た
め

の
支

援
を

行
う

も
の

で
、

短
時

間
で

負
担

の
少

な
い

内
容

か
ら

段
階

的
に

通
常

勤
務

に
近

づ
け

て
い

く
。

最
終

段
階

で
は

通
常

勤
務

と
同

様
の

負
荷

を
か

け
た

訓
練

内
容

と
す

る
。

　
訓

練
の

実
施

計
画

は
、

所
属

長
が

主
治

医
の

指
導

を
受

け
て

作
成

す
る

も
の

と
し

、
訓

練
の

指
導

・
監

督
は

、
所

属
長

が
行

い
、

訓
練

の
場

所
は

、
対

象
職

員
の

所
属

校
等

と
す

る
。

　
１

月
間

と
す

る
が

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

３
月

間
の

範
囲

内
で

期
間

を
設

定
又

は
延

長
で

き
る

。

　
訓

練
期

間
中

の
対

象
職

員
を

被
保

険
者

と
す

る
傷

害
保

険
に

加
入

す
る

。
　

※
死

亡
・
後

遺
障

害
・
入

院
・
通

院

　
復

職
後

１
年

以
内

に
あ

っ
て

は
６

か
月

ご
と

に
、

復
職

後
１

年
を

経
過

後
は

１
年

ご
と

に
、

D
２

′
の

判
定

を
受

け
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
勤

務
状

況
に

格
段

の
変

化
が

生
じ

た
場

合
に

、
所

属
長

の
観

察
報

告
書

、
主

治
医

の
観

察
報

告
書

（
復

職
後

１
年

を
経

過
後

は
B

１
又

は
C

１
の

判
定

を
受

け
て

い
る

者
に

限
る

。
）
及

び
審

査
会

委
員

医
師

の
観

察
報

告
書

（
復

職
後

１
年

を
経

過
後

は
B

２
、

C
２

又
は

D
２

の
判

定
を

受
け

て
い

る
者

に
限

る
。

）
を

審
査

会
に

提
出

し
、

そ
の

判
定

に
応

じ
て

必
要

な
措

置
を

行
う

。

　
該

当
者

の
判

定
区

分
が

D
３

（
健

康
）
と

な
る

ま
で

の
間
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

福
井

県

　
原

則
と

し
て

、
精

神
疾

患
に

よ
り

休
職

し
て

い
る

職
員

で
、

主
治

医
の

同
意

の
下

に
本

人
の

意
思

に
基

づ
き

復
職

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

希
望

す
る

者

　
な

し
　

本
人

の
申

出
、

主
治

医
の

了
承

の
上

、
校

長
は

復
職

前
の

６
週

間
分

を
目

処
に

４
ス

テ
ッ

プ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

作
成

し
、

所
属

校
に

お
い

て
対

象
職

員
が

徐
々

に
復

職
し

や
す

い
体

制
を

整
え

て
い

く
。

場
合

に
よ

っ
て

は
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
中

断
も

あ
り

得
る

。
第

１
ス

テ
ッ

プ
（
職

場
の

雰
囲

気
に

な
れ

る
。

）
の

具
体

例
…

読
書

、
図

書
室

の
管

理
運

営
の

補
助

な
ど 第

２
ス

テ
ッ

プ
（
自

分
の

職
場

に
つ

い
て

考
え

る
。

）
の

具
体

例
…

図
書

室
の

管
理

運
営

の
補

助
、

文
書

作
成

補
助

、
教

科
・
学

年
単

位
の

会
議

へ
の

参
加

、
職

員
会

議
へ

の
参

加
な

ど
第

３
ス

テ
ッ

プ
（
自

分
の

職
務

に
つ

い
て

考
え

る
。

）
の

具
体

例
…

担
当

教
科

の
教

材
研

究
、

授
業

参
観

、
学

級
活

動
の

補
助

、
校

長
・
教

頭
と

の
懇

談
、

行
事

へ
の

参
加

・
補

助
な

ど
第

４
ス

テ
ッ

プ
（
職

場
復

帰
の

た
め

の
具

体
的

準
備

）
の

具
体

例
…

担
当

教
科

の
教

材
研

究
、

指
導

案
の

作
成

、
T
T
に

よ
る

授
業

実
施

、
所

属
長

の
管

理
下

で
授

業
実

施
、

学
級

活
動

の
補

助
な

ど
　

な
お

、
復

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
下

記
事

項
に

従
い

、
実

施
す

る
。

①
復

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
指

導
・
監

督
は

、
所

属
長

が
行

う
。

②
実

施
計

画
は

、
対

象
職

員
の

病
状

の
回

復
状

況
等

を
考

慮
し

、
所

属
長

が
作

成
す

る
。

③
所

属
長

は
、

復
職

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

目
的

、
内

容
、

期
間

等
に

つ
い

て
対

象
職

員
と

十
分

打
合

せ
を

行
う

。
④

対
象

職
員

は
、

復
職

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

目
的

を
十

分
理

解
し

、
そ

の
目

的
が

達
成

で
き

る
よ

う
に

取
り

組
む

。
⑤

所
属

長
は

、
対

象
職

員
、

主
治

医
お

よ
び

配
偶

者
、

親
族

等
と

連
携

を
図

り
、

復
職

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

行
う

。
⑥

所
属

長
は

、
所

属
職

員
に

復
職

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

計
画

を
説

明
し

、
円

滑
な

実
施

を
図

る
。

　
原

則
と

し
て

、
６

週
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

特
に

必
要

の
あ

る
と

き
は

、
実

施
期

間
を

短
縮

、
又

は
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

最
長

３
か

月
と

す
る

。

　
復

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
休

職
期

間
中

に
実

施
す

る
た

め
、

事
故

や
ケ

ガ
は

公
務

災
害

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
。

そ
の

た
め

、
福

井
県

教
育

委
員

会
は

対
象

職
員

を
被

保
険

者
と

す
る

傷
害

保
険

に
加

入
す

る
。

①
補

償
対

象
　

　
就

業
中

の
事

故
、

ケ
ガ

の
み

（
通

勤
中

を
含

む
）

②
保

険
金

額
・
死

亡
・
後

遺
障

害
保

険
金

5
0
0
万

円
・
入

院
保

険
金

日
額

3
,0

0
0
円

・
通

院
保

険
金

日
額

2
,0

0
0
円

　
な

し
　

な
し

山
梨

県

　
山

梨
県

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
教

職
員

の
う

ち
休

職
中

の
者

で
、

次
の

条
件

を
満

た
し

た
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

休
職

発
令

が
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

も
、

次
の

条
件

を
満

た
せ

ば
実

施
で

き
る

も
の

と
す

る
。

一
　

規
則

正
し

い
日

常
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
復

帰
へ

の
意

欲
を

持
っ

て
い

る
者

二
　

主
治

医
が

、
病

状
や

体
力

等
の

回
復

状
況

か
ら

職
場

リ
ハ

ビ
リ

を
実

施
可

能
と

判
断

し
た

者
三

　
所

属
長

が
受

入
れ

可
能

と
判

断
し

た
者

　
な

し
　

実
施

場
所

は
、

対
象

者
の

元
の

所
属

と
す

る
が

、
元

の
所

属
に

不
適

合
等

が
あ

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
内

容
は

、
出

勤
に

慣
れ

る
た

め
の

出
勤

訓
練

か
ら

始
ま

り
、

学
校

、
仕

事
、

授
業

等
に

慣
れ

、
復

帰
の

た
め

の
準

備
ま

で
段

階
的

に
計

画
し

実
施

す
る

。

　
原

則
と

し
て

２
ヶ

月
程

度
と

す
る

。
た

だ
し

、
疾

病
等

の
状

況
に

よ
り

変
更

又
は

中
止

で
き

る
も

の
と

す
る

。

　
対

象
教

職
員

を
被

保
険

者
と

す
る

傷
害

保
険

に
加

入
す

る
。

保
障

内
容

：
就

業
中

、
通

勤
途

上
の

災
害

・
ケ

ガ
死

亡
・
後

遺
障

害
 2

,0
0
0
万

円
、

入
院

日
額

 5
,0

0
0
円

、
通

院
日

額
 3

,0
0
0
円

　
な

し
　

職
場

復
帰

後
の

支
援

を
実

施
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
支

援
期

間
を

一
律

に
決

め
て

は
い

な
い

。

長
野

県

・
県

教
育

委
員

会
事

務
局

、
教

育
機

関
、

高
等

学
校

、
特

別
支

援
学

校
の

職
員

・
小

中
学

校
の

職
員

で
市

町
村

教
育

委
員

会
か

ら
依

頼
を

受
け

た
職

員

　
な

し
１

　
集

団
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

　
　

県
庁

内
・
集

団
精

神
療

法
（
リ

ラ
ク

ゼ
ー

シ
ョ

ン
・
生

活
技

能
訓

練
等

）
・
模

擬
授

業
２

　
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

　
　

在
籍

す
る

所
属

（
校

）
・
授

業
参

観
、

清
掃

指
導

等
、

学
習

指
導

案
づ

く
り

・
授

業
の

実
施

・
時

間
ど

お
り

の
授

業
実

施
・
授

業
の

他
に

校
務

分
掌

等
時

間
ど

お
り

の
職

務
の

実
施

１
　

８
回

２
　

８
週

間
　

な
し

　
３

か
月

に
１

回
、

所
属

長
か

ら
状

況
報

告
を

提
出

。
健

康
審

査
会

で
審

査
を

行
っ

て
い

る
（
小

・
中

学
校

は
除

く
。

）
。

　
な

し

岐
阜

県

　
精

神
疾

患
又

は
一

般
疾

病
（
機

能
障

害
が

残
る

も
の

に
限

る
。

）
　

な
し

（
復

職
審

査
の

資
料

と
し

て
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
結

果
資

料
の

提
出

が
必

要
と

な
る

。
）

・
実

施
内

容
：
第

1
～

５
段

階
に

分
け

て
段

階
的

に
実

施
時

間
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
内

容
を

充
実

さ
せ

て
い

き
、

復
職

後
の

職
務

に
慣

ら
し

て
い

く
も

の
。

・
実

施
場

所
：
対

象
職

員
が

所
属

す
る

職
場

　
２

か
月

以
上

（
４

０
日

間
以

上
）

　
あ

り
（
共

済
組

合
事

業
に

よ
り

傷
害

保
険

料
を

負
担

）
①

四
半

期
ご

と
に

所
属

長
か

ら
経

過
報

告
書

を
提

出
②

復
職

後
（
翌

年
度

）
、

面
接

に
よ

る
健

康
相

談
を

実
施

（
①

、
②

と
も

小
・
中

学
校

を
除

く
。

）

①
健

康
管

理
区

分
が

「
健

康
」
と

な
る

ま
で

の
間

（
所

属
長

判
断

）
②

翌
年

度
（
面

接
に

よ
る

健
康

相
談

）
ま

で

静
岡

県

　
県

立
学

校
教

職
員

、
市

町
立

学
校

県
費

負
担

教
職

員
(指

定
都

市
は

除
く
。

)並
び

に
県

教
育

委
員

会
事

務
局

及
び

教
育

機
関

に
勤

務
す

る
教

職
員

。
主

治
医

か
ら

指
示

さ
れ

た
場

合
は

、
9
0
日

未
満

の
承

認
で

あ
っ

て
も

訓
練

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
９

０
日

以
上

の
特

別
休

暇
者

及
び

休
職

中
の

者
　

職
場

復
帰

訓
練

(訓
練

対
象

職
員

の
在

籍
す

る
学

校
)

・
過

去
５

年
以

内
に

精
神

的
な

疾
患

に
よ

り
特

別
休

暇
を

取
得

又
は

休
職

し
た

者
は

、
４

週
間

・
特

別
休

暇
及

び
休

職
の

期
間

を
通

算
し

て
1
8
1
日

未
満

の
者

は
、

２
週

間
・
特

別
休

暇
及

び
休

職
の

期
間

を
通

算
し

て
1
8
1
日

以
上

の
者

は
、

４
週

間

　
対

象
教

職
員

を
被

保
険

者
と

す
る

傷
害

保
険

に
加

入
す

る
。

　
死

亡
1
,5

0
0
万

円
、

後
遺

障
害

1
,5

0
0
万

円
　

入
院

日
額

5
,0

0
0
円

、
通

院
日

額
3
,0

0
0
円

　
保

健
師

の
支

援
事

業
と

し
て

、
職

務
復

帰
後

１
月

程
度

を
経

過
し

た
時

期
に

、
職

務
復

帰
後

相
談

を
実

施
し

て
い

る
。

　
な

し

愛
知

県

　
精

神
疾

患
に

よ
る

休
職

中
の

者
で

、
そ

の
病

状
が

安
定

し
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

希
望

す
る

教
職

員

　
な

し
※

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

施
の

結
果

は
復

職
審

査
を

す
る

上
で

参
考

資
料

と
す

る
。

内
容

：
対

象
教

職
員

が
休

職
前

に
従

事
し

て
い

た
職

務
を

考
慮

し
た

も
の

。
実

施
場

所
：
対

象
教

職
員

が
所

属
す

る
公

立
学

校
　

原
則

３
か

月
以

内
で

あ
る

が
、

県
教

育
委

員
会

が
、

特
に

必
要

と
認

め
た

場
合

は
、

休
職

期
間

が
終

了
す

る
期

日
ま

で
実

施
を

継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
あ

り
（
傷

害
保

険
）

　
な

し
　

な
し

三
重

県

①
休

職
者

②
３

か
月

以
上

の
休

暇
者

①
②

共
通

：
本

人
の

希
望

①
②

共
通

・
段

階
を

踏
ん

で
実

施
第

1
段

階
：
生

活
リ

ズ
ム

を
整

え
る

（
週

３
日

、
２

～
３

時
間

）
　

文
書

作
成

補
助

、
図

書
管

理
や

整
理

な
ど 第

２
段

階
：
職

場
の

雰
囲

気
に

慣
れ

る
時

期
（
週

３
～

５
日

、
4
時

間
）
　

補
助

的
作

業
（
文

書
作

成
）
、

図
書

管
理

や
整

理
、

指
導

案
作

成
、

授
業

参
観

な
ど

第
３

段
階

：
職

務
を

視
野

に
入

れ
た

時
期

（
毎

日
、

４
～

８
時

間
）
　

授
業

参
観

、
給

食
、

担
当

教
科

の
研

修
な

ど
・
実

施
場

所
：
所

属
校

①
3
0
日

以
内

②
1
0
日

以
内

①
②

共
通

：
な

し
①

復
職

1
か

月
、

3
か

月
、

1
2
か

月
後

の
報

告
を

学
校

長
か

ら
受

け
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

②
な

し

①
1
2
か

月
②

な
し

- 13 -



１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

滋
賀

県

　
県

立
学

校
の

教
職

員
（
な

お
、

県
費

負
担

教
職

員
の

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

各
市

町
教

育
委

員
会

に
お

い
て

実
施

し
て

い
る

た
め

、
内

容
等

は
把

握
し

て
い

な
い

。
）

　
な

し
・
療

養
中

の
ケ

ア
：
主

治
医

と
の

協
議

・
復

職
支

援
調

整
会

の
開

催
（
県

教
委

）
・
復

職
後

の
相

談
（
県

教
委

）

　
休

職
か

ら
の

復
職

後
　

な
し

・
勤

務
軽

減
措

置
・
相

談
事

業
・
勤

務
軽

減
措

置
  
休

職
期

間
満

了
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
２

週
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

。
た

だ
し

、
産

業
医

が
特

に
必

要
と

認
め

る
場

合
は

２
週

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
相

談
事

業
　

本
人

の
希

望
に

応
じ

て
必

要
と

認
め

る
間

京
都

府

　
｢精

神
及

び
行

動
の

障
害

｣に
よ

っ
て

休
職

を
命

じ
ら

れ
た

府
立

学
校

教
職

員
及

び
府

費
負

担
教

職
員

で
次

の
す

べ
て

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

教
育

長
が

適
当

と
認

め
た

場
合

(1
)規

則
的

な
日

常
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

程
度

に
病

状
が

安
定

し
て

い
る

こ
と

。
(2

)対
象

教
職

員
自

身
が

職
場

復
帰

に
意

欲
を

持
ち

、
な

ら
し

勤
務

の
実

施
を

希
望

し
て

い
る

こ
と

。
(3

)主
治

医
が

職
場

で
の

な
ら

し
勤

務
の

実
施

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
と

判
断

し
て

い
る

こ
と

。

　
な

し
　

開
始

当
初

は
、

自
宅

と
職

場
を

往
復

す
る

こ
と

自
体

が
、

対
象

教
職

員
に

と
っ

て
負

担
と

な
る

た
め

、
ま

ず
、

通
勤

に
慣

れ
る

こ
と

か
ら

始
め

、
軽

め
の

作
業

を
短

時
間

行
う

こ
と

で
職

場
に

慣
れ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

　
そ

の
後

、
徐

々
に

作
業

時
間

を
延

ば
し

て
職

場
に

慣
れ

て
い

く
と

と
も

に
、

作
業

の
質

、
量

に
つ

い
て

も
徐

々
に

レ
ベ

ル
を

上
げ

て
い

き
、

最
終

的
に

は
正

規
勤

務
と

同
じ

作
業

時
間

と
な

る
よ

う
計

画
す

る
。

　
３

か
月

の
範

囲
内

　
た

だ
し

、
必

要
と

認
め

る
場

合
は

期
間

を
延

長

　
な

ら
し

勤
務

中
の

災
害

等
を

保
証

す
る

保
険

制
度

に
、

府
の

負
担

で
加

入
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

校
長

は
、

対
象

教
職

員
の

職
場

復
帰

が
決

定
し

た
場

合
に

は
、

職
場

復
帰

後
の

支
援

計
画

書
を

作
成

し
、

教
育

長
に

報
告

す
る

。
ま

た
、

必
要

に
応

じ
て

職
場

復
帰

支
援

チ
ー

ム
の

精
神

科
医

か
ら

、
対

象
教

職
員

と
と

も
に

助
言

指
導

等
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
な

し

大
阪

府

　
精

神
疾

患
に

よ
り

休
職

し
て

い
る

府
立

学
校

に
勤

務
す

る
教

員
及

び
府

費
負

担
教

員
（
大

阪
市

及
び

堺
市

を
除

く
。

）
と

す
る

。
　

た
だ

し
、

過
去

に
参

加
実

績
の

あ
る

者
は

、
２

回
目

以
降

の
参

加
を

不
可

と
す

る
。

　
な

し
　

公
立

学
校

共
済

組
合

近
畿

中
央

病
院

に
委

託
し

て
職

場
復

帰
訓

練
を

実
施

。
　

訓
練

は
、

年
間

３
ク

ー
ル

を
実

施
（
１

期
当

た
り

２
１

回
の

訓
練

回
数

）
①

５
月

～
７

月
②

８
月

～
１

０
月

③
１

２
月

～
２

月

　
な

し
　

精
神

疾
患

に
よ

り
休

職
し

て
い

た
教

員
に

対
し

て
、

校
長

が
職

務
遂

行
状

況
の

把
握

と
復

職
後

の
状

況
を

主
治

医
か

ら
聞

き
取

り
を

行
い

、
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
も

の
と

し
て

い
る

。

　
１

か
月

兵
庫

県

　
県

立
学

校
教

員
及

び
県

費
負

担
教

員
で

病
気

休
暇

・
休

職
者

　
な

し
　

公
立

学
校

共
済

組
合

近
畿

中
央

病
院

で
精

神
科

医
等

専
門

家
チ

ー
ム

に
よ

る
集

団
精

神
療

法
、

模
擬

授
業

、
各

種
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
実

施
　

年
間

３
ク

ー
ル

　
第

１
ク

ー
ル

（
５

月
上

旬
～

３
か

月
）
、

第
２

ク
ー

ル
（
８

月
上

旬
～

３
か

月
）
、

第
３

ク
ー

ル
（
１

１
月

下
旬

～
３

か
月

）

　
な

し
（
任

意
で

（
財

）
学

校
厚

生
会

「
職

場
復

帰
助

成
」

事
業

に
加

入
）

　
健

康
管

理
審

査
会

で
審

査
　

復
職

１
か

月
後

、
２

か
月

後
、

３
か

月
後

、
６

か
月

後

奈
良

県

　
精

神
疾

患
に

よ
る

休
職

期
間

が
１

年
を

超
え

、
復

職
の

意
思

を
示

す
と

と
も

に
復

帰
訓

練
を

希
望

す
る

者

　
な

し
・
所

属
長

及
び

主
治

医
の

意
見

を
聴

い
て

そ
の

内
容

を
定

め
、

休
職

者
自

ら
の

願
い

出
に

よ
り

そ
の

所
属

す
る

学
校

に
お

い
て

所
属

長
の

指
導

の
も

と
で

行
う

。
・
学

校
へ

足
を

運
ば

せ
る

。
・
管

理
職

・
同

僚
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

る
。

・
事

務
処

理
に

慣
れ

る
た

め
に

簡
単

な
文

書
を

作
成

し
た

り
、

校
務

分
掌

上
の

仕
事

を
す

る
。

・
児

童
生

徒
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

る
と

と
も

に
、

生
徒

指
導

力
の

回
復

を
図

る
。

・
教

科
指

導
力

の
回

復
の

た
め

、
指

導
計

画
を

立
て

授
業

を
実

施
す

る
(単

独
で

は
授

業
を

さ
せ

な
い

。
)。

　
３

か
月

　
な

し
　

な
し

　
な

し

和
歌

山
県

　
和

歌
山

県
教

職
員

健
康

審
査

会
に

お
い

て
、

確
認

作
業

の
指

導
区

分
判

定
を

受
け

た
者

　
あ

り
　

勤
務

校
に

お
い

て
、

段
階

的
に

授
業

参
観

、
事

務
作

業
、

会
議

へ
の

出
席

、
教

材
研

究
等

を
行

う
。

本
人

と
校

長
、

市
町

村
教

育
委

員
会

が
相

談
し

、
内

容
を

決
め

て
い

る
。

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

　
あ

り
（
互

助
会

負
担

）
　

校
長

が
、

勤
務

校
に

お
け

る
勤

務
状

況
全

般
に

つ
い

て
観

察
す

る
と

と
も

に
、

左
記

審
査

会
で

審
査

　
特

に
期

間
は

設
け

ず
、

経
過

審
査

に
よ

り
個

別
に

決
定

し
て

い
る

。

鳥
取

県

　
県

教
育

委
員

会
事

務
局

職
員

、
県

立
学

校
教

職
員

及
び

県
費

負
担

教
職

員
の

う
ち

精
神

性
疾

患
に

よ
る

休
職

者

　
あ

り
　

所
属

長
が

開
催

す
る

復
職

支
援

検
討

会
（
主

治
医

、
本

人
、

所
属

長
、

教
育

委
員

会
担

当
者

が
参

加
）
に

よ
り

個
別

に
訓

練
計

画
を

作
成

　
訓

練
は

徐
々

に
内

容
（
量

・
質

と
も

）
を

増
や

し
無

理
の

な
い

よ
う

進
め

る
。

　
本

人
の

職
場

で
実

施

　
原

則
４

週
間

　
あ

り
（
公

費
）

　
校

長
が

勤
務

校
に

お
け

る
勤

務
状

況
全

般
に

つ
い

て
観

察
す

る
と

と
も

に
健

康
管

理
審

査
会

に
お

い
て

経
過

審
査

を
行

う
。

　
特

に
期

間
は

設
け

ず
、

経
過

審
査

に
よ

り
個

別
に

決
定

し
て

い
る

。

島
根

県

　
島

根
県

教
育

委
員

会
が

任
命

す
る

教
育

職
員

及
び

県
教

育
委

員
会

事
務

局
職

員
等

で
あ

っ
て

心
の

問
題

に
よ

り
休

職
等

の
者

　
な

し
・
実

施
場

所
：
原

則
と

し
て

対
象

者
の

所
属

所
・
実

施
内

容
：
職

場
復

帰
後

の
職

務
内

容
に

準
拠

し
て

、
段

階
的

に
訓

練
を

行
う

。
＜

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

手
順

と
ポ

イ
ン

ト
＞

I　
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
計

画
立

案
：

　
・
本

人
が

職
場

へ
出

か
け

る
と

い
う

行
為

を
、

日
常

的
に

で
き

る
こ

と
。

　
・
管

理
監

督
者

は
、

本
人

と
話

し
合

い
、

実
施

計
画

を
立

て
る

。
Ⅱ

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
始

：
　

①
職

場
の

状
況

を
把

握
す

る
。

　
②

状
況

を
み

な
が

ら
判

断
す

る
。

　
③

教
職

員
と

の
関

わ
り

を
も

つ
。

　
④

児
童

生
徒

と
の

関
わ

り
を

も
つ

。
　

⑤
授

業
を

行
う

た
め

の
準

備
を

す
る

等
Ⅲ

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

見
直

し
　

・
実

施
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

本
人

の
意

見
を

反
映

し
、

悪
化

防
止

へ
の

配
慮

を
行

う
こ

と
。

　
実

施
期

間
：
原

則
３

か
月

以
内

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
病

状
に

よ
り

計
画

の
変

更
（
短

縮
、

延
長

、
中

止
）
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

　
あ

り
（
互

助
会

負
担

）
　

所
属

長
は

職
場

復
帰

後
の

病
状

を
確

認
し

、
職

務
上

の
配

慮
等

に
よ

り
再

発
予

防
を

行
う

。
　

専
門

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

（
精

神
科

医
師

）
、

保
健

師
に

よ
る

随
時

相
談

（
電

話
・
メ

ー
ル

・
面

接
等

）
、

臨
床

心
理

士
に

よ
る

相
談

等
に

よ
る

フ
ォ

ロ
ー

を
行

っ
て

い
る

。

　
な

し

岡
山

県

　
岡

山
県

教
職

員
健

康
診

断
審

査
委

員
会

に
お

い
て

、
精

神
疾

患
等

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
と

判
定

さ
れ

た
者

　
原

則
と

し
て

、
対

象
者

全
員

実
施

・
補

助
的

作
業

、
指

導
案

の
作

成
、

授
業

参
観

、
給

食
清

掃
指

導
、

授
業

実
施

等
・
所

属
長

と
対

象
者

及
び

主
治

医
と

で
十

分
協

議
し

、
復

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

計
画

を
作

成
す

る
。

ま
た

、
精

神
科

医
・
臨

床
心

理
士

か
ら

な
る

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
部

会
に

お
い

て
、

本
人

と
所

属
長

を
含

め
て

面
接

を
行

い
、

各
個

人
の

状
況

に
応

じ
た

計
画

を
作

成
す

る
。

・
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
原

則
所

属
で

行
う

。

　
原

則
４

週
間

（
実

施
期

間
の

上
限

は
３

か
月

）
　

あ
り

・
普

通
傷

害
保

険
補

償
内

容
：
死

亡
・
後

遺
障

害
2
,0

0
0
万

円
・
賠

償
責

任
保

険
補

償
内

容
：
対

人
１

名
１

億
円

、
１

事
故

６
億

円
　

対
物

１
事

故
1
0
0
万

円
、

免
責

な
し

　
復

職
後

、
所

属
長

が
対

象
者

及
び

関
係

者
と

面
接

等
を

実
施

し
、

復
職

後
状

況
報

告
書

を
作

成
す

る
。

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
部

会
は

、
そ

の
報

告
書

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

指
導

助
言

を
行

う
。

　
原

則
と

し
て

、
復

職
日

か
ら

換
算

し
て

６
か

月
経

過
後

ま
で
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

広
島

県

　
精

神
疾

患
に

よ
る

病
気

休
職

者
　

あ
り

１
　

休
職

開
始

時
及

び
そ

の
後

３
か

月
ご

と
に

状
況

を
把

握
し

、
必

要
に

応
じ

て
、

助
言

等
を

行
う

。
２

　
復

職
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

原
則

と
し

て
、

所
属

校
で

試
験

的
勤

務
を

実
施

す
る

。
１

に
つ

い
て

は
休

職
期

間
中 ２

に
つ

い
て

は
１

か
月

程
度

　
あ

り
　

校
務

分
掌

の
軽

減
や

相
談

体
制

の
整

備
等

を
図

る
と

と
も

に
、

面
談

等
に

よ
り

復
職

後
の

１
か

月
の

状
況

を
把

握
す

る
。

　
１

か
月

山
口

県

　
県

教
育

委
員

会
が

任
命

す
る

職
員

の
う

ち
、

精
神

・
神

経
系

疾
患

の
た

め
休

職
を

命
じ

た
者

又
は

病
気

休
暇

の
承

認
を

受
け

た
者

　
な

し
　

職
場

の
環

境
や

勤
務

に
慣

れ
る

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
休

職
（
病

休
）
中

の
「
１

か
月

程
度

」
を

か
け

て
復

職
準

備
を

行
う

。
・
実

施
場

所
は

該
当

者
の

勤
務

公
署

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
、

状
況

に
応

じ
て

段
階

的
に

実
施

し
、

最
終

段
階

で
は

通
常

の
勤

務
と

同
じ

レ
ベ

ル
に

到
達

す
る

こ
と

を
目

指
す

。

　
１

か
月

程
度

　
復

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

実
施

中
は

保
険

措
置

あ
り

　
所

属
長

が
面

談
等

に
よ

り
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

勤
務

状
況

等
を

県
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
。

　
復

職
か

ら
３

か
月

及
び

６
か

月
経

過
後

徳
島

県

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
病

気
休

暇
中

（
連

続
３

０
日

以
上

に
限

る
）
又

は
病

気
休

職
中

で
病

状
が

安
定

し
、

職
務

復
帰

を
希

望
す

る
教

職
員

　
な

し
（
希

望
制

）
　

所
属

校
（
勤

務
場

所
）
に

お
い

て
、

当
該

休
職

者
の

病
気

の
内

容
、

休
職

等
の

期
間

、
担

当
業

務
及

び
職

場
の

状
況

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
、

所
属

長
が

当
該

休
職

者
等

及
び

主
治

医
と

協
議

し
て

定
め

る
。

　
１

か
月

。
な

お
、

当
該

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

状
況

か
ら

必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
障

害
保

険
に

、
自

己
負

担
で

加
入

す
る

こ
と

。
　

復
帰

後
の

勤
務

状
況

全
般

を
校

長
が

観
察

し
、

①
現

在
の

本
人

の
状

況
、

②
職

場
の

受
入

状
況

、
③

所
属

長
の

意
見

等
を

記
述

し
た

報
告

書
を

市
町

村
教

育
委

員
会

及
び

県
教

育
委

員
会

に
提

出
す

る
。

　
休

職
か

ら
の

復
職

後
に

臨
床

心
理

士
を

派
遣

し
、

面
接

に
よ

り
助

言
指

導
を

行
う

。

　
休

職
か

ら
の

復
職

に
つ

い
て

は
、

１
、

３
、

６
か

月
後

  
休

暇
か

ら
の

復
帰

に
つ

い
て

は
、

３
か

月
後

香
川

県

　
県

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
教

諭
、

養
護

教
諭

、
栄

養
教

諭
、

講
師

、
実

習
助

手
及

び
寄

宿
舎

指
導

員
（
再

任
用

職
員

、
臨

時
的

任
用

及
び

非
常

勤
職

員
を

除
く
。

）

　
実

施
を

求
め

て
い

る
が

、
義

務
で

は
な

い
。

・
休

職
者

が
復

職
前

に
そ

の
職

務
に

つ
い

て
ウ

ォ
ー

ミ
ン

グ
ア

ッ
プ

す
る

。
・
原

則
と

し
て

、
４

週
間

と
し

、
休

職
者

が
所

属
す

る
学

校
に

お
い

て
行

う
。

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

　
県

教
育

委
員

会
が

「
普

通
傷

害
保

険
」
及

び
「
施

設
賠

償
責

任
保

険
」
に

加
入

し
て

い
る

。

　
復

職
後

３
か

月
ご

と
に

、
本

人
か

ら
の

「
健

康
状

況
報

告
書

」
に

所
属

長
の

意
見

を
添

え
て

提
出

を
求

め
て

い
る

。

　
復

職
後

、
約

９
か

月
後

ま
で

愛
媛

県

　
精

神
疾

患
に

よ
り

休
職

し
て

い
る

公
立

学
校

教
職

員
　

な
し

①
休

職
者

及
び

主
治

医
の

同
意

を
得

て
シ

ス
テ

ム
を

運
用

②
教

職
員

復
職

サ
ポ

ー
ト

チ
ー

ム
（
休

職
者

及
び

所
属

職
場

の
支

援
）
と

学
校

復
職

支
援

班
（
休

職
者

の
職

場
復

帰
の

支
援

）
が

連
携

し
な

が
ら

、
休

職
中

か
ら

復
職

後
ま

で
の

継
続

し
た

支
援

を
実

施
③

復
職

前
、

休
職

者
の

不
安

軽
減

を
目

的
に

｢リ
ハ

ビ
リ

出
勤

｣を
所

属
校

で
１

か
月

実
施

④
復

職
後

、
対

象
者

の
負

担
軽

減
を

目
的

に
｢復

職
サ

ポ
ー

ト
職

員
(非

常
勤

職
員

)｣
を

１
か

月
設

置
※

サ
ポ

ー
ト

チ
ー

ム
構

成
員

：
産

業
医

、
精

神
科

医
、

臨
床

心
理

士
及

び
保

健
師

　
必

要
な

期
間

（
リ

ハ
ビ

リ
出

勤
は

原
則

１
か

月
（
４

週
間

）
）

　
リ

ハ
ビ

リ
出

勤
中

の
傷

害
保

険
料

を
公

費
で

負
担

　
復

職
し

た
３

か
月

後
及

び
６

か
月

後
、

所
属

長
が

サ
ポ

ー
ト

チ
ー

ム
に

復
職

者
の

状
況

を
報

告
す

る
。

　
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

構
成

員
が

、
必

要
に

応
じ

て
本

人
等

と
面

談
す

る
。

　
必

要
な

期
間

高
知

県

　
精

神
疾

患
を

原
因

と
す

る
休

職
又

は
病

気
休

暇
(引

き
続

き
1
2
0
日

を
超

え
る

病
気

休
暇

に
限

る
。

　
た

だ
し

、
県

教
育

長
が

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

)か
ら

復
帰

し
よ

う
と

す
る

教
職

員

　
な

し
  
  
(た

だ
し

、
円

滑
な

職
場

復
帰

を
目

的
と

し
て

支
援

を
行

う
も

の
で

あ
り

、
対

象
者

は
全

員
実

施
し

て
い

る
。

)

1
<
流

れ
>

  
  
  
・
本

人
か

ら
の

願
出

に
基

づ
き

、
学

校
長

経
由

で
県

教
育

長
へ

の
必

要
書

類
の

提
出

の
あ

っ
た

　
　

　
　

者
で

実
施

許
可

と
な

っ
た

場
合

、
実

施
計

画
書

に
沿

っ
て

所
属

校
で

実
施

す
る

。
　

　
　

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

終
了

後
、

心
の

健
康

対
策

委
員

会
は

本
人

と
の

面
談

を
行

い
、

復
帰

に
あ

た
っ

　
　

　
　

て
の

留
意

事
項

等
を

ア
ド

バ
イ

ス
す

る
と

と
も

に
復

帰
可

否
に

つ
い

て
県

教
育

長
に

意
見

具
　

　
　

　
申

す
る

。
2
 <

内
容

>
　

　
　

第
1
ス

テ
ッ

プ
[学

校
内

の
雰

囲
気

に
慣

れ
る

(半
日

程
度

)]
　

　
　

第
2
ス

テ
ッ

プ
[学

校
生

活
に

適
応

す
る

(児
童

生
徒

の
在

校
し

て
い

る
時

間
帯

)]
  
  
  
第

3
ス

テ
ッ

プ
[平

常
の

勤
務

に
慣

れ
る

(児
童

生
徒

の
在

校
し

て
い

る
時

間
帯

)]
  
  
  
第

4
ス

テ
ッ

プ
[担

当
校

務
を

全
て

こ
な

す
(正

規
の

勤
務

時
間

帯
)]

　
原

則
４

週
間

　
　

(た
だ

し
、

心
の

健
康

対
策

委
員

会
が

必
要

と
認

め
た

場
合

は
変

更
で

き
る

。
)

あ
り

　
　

通
勤

を
含

む
実

施
期

間
中

、
傷

害
保

険
に

加
入

す
る

こ
と

と
し

県
教

育
委

員
会

が
負

担
す

る
。

　
校

長
は

勤
務

状
況

を
把

握
し

、
適

切
な

支
援

を
行

う
。

ま
た

、
県

教
育

長
が

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

勤
務

状
況

報
告

書
を

県
教

育
長

へ
提

出
す

る
。

　
随

時

福
岡

県

　
精

神
神

経
系

疾
患

に
よ

る
休

職
者

　
あ

り
・
休

職
者

の
所

属
長

が
主

治
医

・
休

職
者

及
び

そ
の

家
族

等
と

訓
練

実
施

時
期

や
訓

練
内

容
等

を
十

分
協

議
し

訓
練

実
施

計
画

書
を

作
成

す
る

。
・
実

施
場

所
は

当
該

所
属

に
て

行
う

。
・
実

施
時

期
を

４
つ

程
度

に
区

分
し

段
階

的
に

訓
練

を
行

う
。

４
週

間
程

度
（
必

要
と

認
め

る
と

き
は

４
週

間
以

上
８

週
間

以
内

の
期

間
で

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

　
あ

り
　

職
場

復
帰

訓
練

中
の

事
故

等
に

対
す

る
補

償
の

た
め

傷
害

保
険

に
加

入
。

　
な

し
　

な
し

佐
賀

県

　
精

神
神

経
科

疾
患

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
教

職
員

又
は

一
般

疾
病

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
教

職
員

の
う

ち
後

遺
症

等
が

残
っ

て
い

る
者

　
な

し
　

「
佐

賀
県

教
育

関
係

職
員

の
休

職
に

係
る

保
健

管
理

要
綱

」
に

基
づ

き
、

所
属

校
で

段
階

的
な

復
帰

訓
練

を
実

施
・
本

人
の

希
望

に
基

づ
き

、
審

査
委

員
会

で
面

接
を

行
い

、
そ

の
結

果
「
訓

練
す

る
こ

と
に

支
障

が
な

い
」
と

認
め

ら
れ

た
後

に
実

施
・
所

属
長

は
段

階
的

な
復

帰
訓

練
計

画
を

本
人

と
協

議
し

作
成

。
訓

練
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

主
治

医
と

連
絡

を
取

り
、

計
画

の
調

整
が

必
要

な
場

合
は

指
導

を
得

る
。

＜
プ

ロ
グ

ラ
ム

例
＞

　
第

一
段

階
　

職
場

に
慣

れ
る

時
期

　
３

～
４

時
間

　
第

二
段

階
　

教
職

を
視

野
に

入
れ

た
時

期
　

４
時

間
～

フ
ル

タ
イ

ム
　

第
三

段
階

　
教

壇
に

立
つ

時
期

　
フ

ル
タ

イ
ム

　
２

か
月

程
度

　
職

場
復

帰
支

援
に

係
る

「
復

帰
訓

練
」
中

の
傷

害
に

対
し

て
傷

害
保

険
が

あ
る

。
こ

の
保

険
の

掛
け

金
は

、
佐

賀
県

教
育

職
員

互
助

会
が

負
担

し
て

い
る

。

　
復

帰
後

、
２

週
間

の
就

労
状

況
は

報
告

書
の

提
出

を
さ

せ
て

い
る

。
そ

の
後

も
３

か
月

ご
と

に
病

状
や

就
労

状
況

を
把

握
し

て
い

る
。

　
復

職
後

の
経

過
観

察
は

、
３

か
月

ご
と

に
１

年
以

上
経

過
観

察
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

職
員

の
病

状
に

よ
り

経
過

観
察

期
間

の
長

短
は

あ
る

。

長
崎

県

　
復

職
審

査
会

に
諮

る
精

神
性

疾
患

で
休

職
中

の
教

職
員

で
、

復
職

訓
練

の
実

施
に

同
意

し
、

か
つ

主
治

医
の

同
意

を
得

た
者

　
な

し
　

在
籍

校
の

校
長

が
、

学
校

に
お

け
る

復
職

訓
練

の
内

容
に

つ
い

て
、

該
当

職
員

と
の

面
談

を
十

分
に

行
い

、
主

治
医

と
相

談
し

て
計

画
す

る
。

（
訓

練
内

容
例

：
教

諭
）

１
　

第
一

段
階

（
授

業
参

観
・
指

導
案

作
成

等
）
２

～
４

時
間

２
　

第
二

段
階

（
授

業
参

観
・
給

食
指

導
に

参
加

等
）
４

～
６

時
間

３
　

第
三

段
階

（
授

業
実

践
・
校

務
分

掌
補

助
等

）
６

～
８

時
間

４
　

第
四

段
階

（
担

任
職

務
補

助
等

）
通

常
の

勤
務

時
間

　
６

週
間

か
ら

２
か

月
程

度
　

な
し

　
学

校
に

お
け

る
支

援
を

継
続

的
に

行
う

よ
う

通
知

す
る

と
と

も
に

、
学

校
訪

問
な

ど
機

会
を

と
ら

え
て

経
過

観
察

を
続

け
て

い
る

。

　
な

し

熊
本

県

　
熊

本
県

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
職

員
の

う
ち

精
神

神
経

系
疾

患
等

に
よ

り
休

職
中

の
者

　
な

し
　

所
属

す
る

学
校

に
お

い
て

、
徐

々
に

休
職

者
を

職
場

に
適

応
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

訓
練

内
容

を
お

お
よ

そ
１

週
間

ご
と

に
４

段
階

に
分

け
て

実
施

し
、

比
較

的
や

さ
し

い
仕

事
を

経
て

、
徐

々
に

本
来

の
職

務
内

容
に

近
づ

け
る

よ
う

そ
れ

ぞ
れ

の
ス

テ
ッ

プ
に

目
標

を
定

め
、

段
階

的
に

訓
練

を
実

施
す

る
。

　
４

週
間

　
な

し
　

な
し

　
な

し
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

大
分

県

　
精

神
疾

患
に

よ
り

休
職

を
命

じ
ら

れ
た

教
職

員
　

あ
り

　
精

神
科

医
４

名
で

構
成

さ
れ

た
健

康
診

断
審

議
会

に
お

い
て

、
以

下
の

日
程

で
丁

寧
に

審
議

し
復

職
に

向
け

て
の

支
援

を
し

て
い

る
。

（
１

）
復

職
希

望
の

書
類

審
査

（
健

康
診

断
審

議
会

）
（
２

）
面

接
（
健

康
診

断
審

議
会

）
（
３

）
復

職
訓

練
１

月
目

・
・
・
短

時
間

の
勤

務
か

ら
始

め
る

（
各

学
校

に
お

い
て

計
画

し
て

い
る

。
）
。

（
４

）
復

職
訓

練
２

月
目

・
・
・
通

常
勤

務
、

授
業

観
察

、
授

業
実

施
（
T
T
）

（
５

）
復

職
訓

練
３

月
目

・
・
・
授

業
実

施
（
主

担
当

）
、

分
掌

業
務

担
当

　
　

　
復

職
最

終
審

議
（
健

康
診

断
審

議
会

）
※

３
か

月
の

復
職

訓
練

で
足

り
な

い
場

合
は

延
長

し
た

り
、

き
ち

ん
と

勤
務

で
き

な
い

時
に

は
再

度
休

職
に

戻
し

療
養

さ
せ

る
場

合
も

あ
る

。

　
支

援
期

間
は

、
３

か
月

の
復

職
訓

練
を

含
み

５
か

月
に

わ
た

る
。

　
な

し
・
こ

こ
ろ

の
コ

ン
シ

ェ
ル

ジ
ュ

（
本

年
度

７
名

設
置

）
の

学
校

訪
問

時
の

個
人

面
談

・
教

育
人

事
課

か
ら

校
長

へ
の

経
過

観
察

依
頼

・
福

利
課

保
健

師
に

よ
る

健
康

診
断

時
の

個
人

面
談

以
上

の
よ

う
な

対
応

に
よ

り
ケ

ア
し

て
い

る
。

　
特

に
設

定
は

し
て

い
な

い
が

、
学

校
訪

問
の

際
に

は
、

管
理

職
へ

様
子

を
聞

く
よ

う
に

し
て

い
る

。

宮
崎

県

　
宮

崎
県

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

わ
る

教
職

員
　

な
し

　
原

則
と

し
て

４
週

間
と

し
、

目
的

に
応

じ
た

４
段

階
で

実
施

・
第

１
段

階
　

学
校

の
雰

囲
気

に
慣

れ
る

。
・
第

２
段

階
　

仕
事

の
内

容
に

慣
れ

る
。

・
第

３
段

階
　

授
業

に
慣

れ
る

（
教

諭
の

場
合

）
。

・
第

４
段

階
　

職
場

復
帰

に
向

け
て

具
体

的
な

準
備

を
行

う
。

　
実

施
場

所
は

休
職

者
の

所
属

校

　
原

則
４

週
間

　
あ

り
・
普

通
傷

害
保

険
対

象
者

が
職

場
復

帰
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
実

施
中

及
び

そ
の

通
勤

途
上

に
事

故
に

あ
っ

た
場

合
の

補
償

・
賠

償
責

任
保

険
対

象
者

が
、

職
場

復
帰

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

実
施

中
に

第
三

者
の

身
体

及
び

財
産

に
損

害
を

与
え

た
場

合
の

補
償

・
表

情
や

行
動

が
安

定
し

て
い

る
か

。
・
意

欲
を

も
っ

て
勤

務
し

て
い

る
か

。
・
自

信
を

も
っ

て
勤

務
し

て
い

る
か

。
・
担

当
業

務
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

か
。

・
同

僚
と

違
和

感
な

く
協

力
し

て
仕

事
が

で
き

て
る

か
。

・
児

童
生

徒
や

同
僚

と
自

然
に

接
す

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
か

。
等

の
内

容
で

経
過

観
察

を
依

頼

　
状

況
に

応
じ

て
所

属
校

で
判

断

鹿
児

島
県

　
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

の
任

命
に

係
る

学
校

職
員

及
び

教
育

委
員

会
事

務
局

職
員

等
で

あ
っ

て
、

精
神

障
害

の
疾

患
で

休
職

中
の

職
員

（
希

望
者

の
み

）

　
な

し
　

希
望

す
る

職
員

が
、

勤
務

す
る

所
属

に
お

い
て

、
所

属
長

の
指

導
の

下
に

試
行

的
に

勤
務

す
る

。
　

原
則

と
し

て
、

４
週

間
・
実

施
期

間
中

は
、

休
職

中
に

通
常

支
給

さ
れ

る
給

与
以

外
は

支
給

さ
れ

な
い

。
・
実

施
期

間
中

の
事

故
に

つ
い

て
は

、
地

方
公

務
員

災
害

補
償

法
に

よ
る

補
償

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

　
な

し
　

な
し

沖
縄

県

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
休

職
し

た
教

職
員

　
な

し
　

 職
場

復
帰

前
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
復

帰
訓

練
）
と

職
場

復
帰

後
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
慣

ら
し

勤
務

）
が

あ
り

、
実

施
場

所
は

い
ず

れ
も

対
象

者
の

所
属

校
で

あ
る

。
　

復
帰

訓
練

と
慣

ら
し

勤
務

の
い

ず
れ

も
原

則
４

週
間

　
 対

象
者

が
休

職
中

の
場

合
、

公
務

災
害

及
び

通
勤

災
害

の
対

象
と

な
ら

な
い

た
め

、
復

帰
訓

練
実

施
中

及
び

そ
の

通
勤

途
上

に
事

故
に

あ
っ

た
場

合
の

補
償

の
た

め
の

保
険

料
相

当
額

を
公

立
学

校
共

済
組

合
沖

縄
支

部
が

補
助

す
る

。

　
な

し
　

な
し

札
幌

市

　
札

幌
市

教
育

委
員

会
が

所
管

す
る

市
立

学
校

及
び

幼
稚

園
に

勤
務

す
る

教
頭

、
教

諭
、

及
び

養
護

教
諭

並
び

に
学

校
栄

養
職

員
（
市

町
村

立
学

校
職

員
給

与
負

担
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

３
５

号
）
第

１
条

に
規

定
す

る
者

に
限

る
。

）
及

び
学

校
事

務
職

員
で

、
精

神
疾

患
等

に
よ

り
休

職
中

ま
た

は
９

０
日

を
超

え
る

病
気

休
暇

中
の

職
員

の
う

ち
、

主
治

医
が

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
し

た
者

　
な

し
　

休
職

前
に

勤
務

し
て

い
た

職
場

に
お

い
て

、
最

初
は

、
短

時
間

で
、

毎
日

出
勤

で
き

る
状

態
を

つ
く

り
、

そ
の

後
、

段
階

が
進

む
に

つ
れ

、
負

荷
を

増
し

、
最

終
的

に
は

、
フ

ル
タ

イ
ム

で
の

通
常

勤
務

と
同

程
度

の
こ

と
を

行
う

（
以

下
、

実
施

例
）
。

第
１

段
階

：
職

場
の

雰
囲

気
に

慣
れ

る
時

期
で

、
１

週
間

行
う

（
１

日
２

～
３

時
間

で
、

業
務

内
容

は
文

書
作

成
補

助
、

図
書

管
理

・
整

理
）
。

第
２

段
階

：
職

務
を

視
野

に
入

れ
た

時
期

で
、

２
週

間
程

度
行

う
（
１

日
４

時
間

で
、

業
務

内
容

は
、

補
助

的
作

業
、

文
書

作
成

、
教

科
・
学

年
単

位
の

会
議

参
加

）
。

第
３

段
階

：
職

務
の

実
際

を
視

野
に

入
れ

る
時

期
で

、
２

週
間

程
度

行
う

（
１

日
５

～
８

時
間

で
、

業
務

内
容

は
、

担
当

教
科

の
研

修
、

授
業

参
観

、
給

食
指

導
補

助
）
。

第
４

段
階

：
復

帰
の

た
め

の
具

体
的

準
備

期
間

で
、

３
週

間
程

度
行

う
（
１

日
８

時
間

で
、

指
導

案
作

成
、

校
長

の
指

導
下

で
の

授
業

実
施

）
。

　
復

職
前

４
～

１
２

週
間

程
度

（
通

常
は

、
８

～
１

２
週

間
程

度
行

う
場

合
が

多
い

。
）

　
な

し
　

な
し

　
な

し

仙
台

市
　

９
０

日
以

上
の

病
気

休
暇

及
び

休
職

か
ら

復
帰

す
る

者
　

な
し

　
学

校
へ

の
復

帰
が

決
ま

っ
た

場
合

、
希

望
に

よ
り

復
帰

前
の

職
場

適
応

訓
練

を
行

う
。

具
体

に
は

、
所

属
学

校
に

お
い

て
復

帰
に

向
け

実
際

の
業

務
を

行
う

な
ど

す
る

。
　

１
０

日
以

内
　

市
負

担
で

傷
害

保
険

に
加

入
　

な
し

　
な

し

さ
い

た
ま

市

　
精

神
疾

患
に

よ
る

休
職

者
　

あ
り

　
復

職
前

に
職

場
（
学

校
）
に

適
応

さ
せ

る
た

め
、

あ
い

さ
つ

に
始

ま
り

、
学

習
指

導
、

生
徒

指
導

、
校

務
事

務
な

ど
の

内
容

を
勤

務
校

に
お

い
て

行
う

。
　

４
週

間
　

な
し

　
３

か
月

ご
と

の
報

告
①

医
師

の
診

断
書

②
校

長
に

よ
る

観
察

報
告

書

　
個

別
に

審
査

会
答

申
に

よ
る

期
間

千
葉

市

　
休

職
中

の
職

員
　

あ
り

【
市

費
負

担
教

職
員

】
１

　
リ

ワ
ー

ク
研

修
①

臨
床

心
理

士
、

精
神

保
健

福
祉

士
が

職
務

遂
行

能
力

等
回

復
の

た
め

の
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

、
実

施
、

②
リ

ワ
ー

ク
研

修
セ

ン
タ

ー
２

　
リ

ハ
ビ

リ
出

勤
①

慣
ら

し
出

勤
、

②
職

員
が

所
属

す
る

職
場

【
県

費
負

担
教

職
員

】
１

　
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

①
慣

ら
し

出
勤

、
②

職
員

が
所

属
す

る
学

校

【
市

費
負

担
教

職
員

】
１

　
３

か
月

程
度

２
　

３
か

月
以

内
【
県

費
負

担
教

職
員

】
原

則
６

か
月

以
内

（
延

長
可

能
）

【
市

費
負

担
教

職
員

】
な

し
【
県

費
負

担
教

職
員

】
あ

り

　
な

し
　

な
し

川
崎

市

　
精

神
疾

患
に

よ
り

職
務

を
離

れ
て

い
る

長
期

療
養

者
で

、
主

治
医

、
産

業
医

等
が

行
う

こ
と

が
適

当
と

判
断

し
た

者

　
受

講
を

義
務

づ
け

て
は

い
な

い
が

、
復

職
審

査
の

際
に

実
施

状
況

が
分

か
る

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
で

、
復

職
の

判
断

材
料

と
し

て
い

る
。

　
職

場
復

帰
の

た
め

の
教

職
員

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

を
作

成
、

リ
ハ

ビ
リ

の
時

間
、

内
容

等
に

つ
い

て
は

、
本

人
、

所
属

長
及

び
主

治
医

又
は

産
業

医
等

の
間

で
、

協
議

し
て

決
定

す
る

。
リ

ハ
ビ

リ
を

実
施

す
る

場
所

は
、

原
則

と
し

て
所

属
す

る
職

場
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

本
人

、
所

属
長

及
び

主
治

医
又

は
産

業
医

の
間

で
、

協
議

し
て

決
定

す
る

。

　
リ

ハ
ビ

リ
は

、
復

帰
を

予
定

す
る

日
の

６
週

間
前

に
当

た
る

日
か

ら
４

週
間

前
に

当
た

る
日

の
間

に
開

始
し

、
お

お
む

ね
４

週
の

間
実

施
す

る
。

　
な

し
　

面
談

等
に

よ
り

、
復

職
後

の
状

態
に

つ
い

て
把

握
し

、
ケ

ア
を

行
う

。
　

職
場

復
帰

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
と

し
て

、
１

か
月

、
３

か
月

、
６

か
月

面
談

を
実

施
す

る
。

状
況

に
よ

り
、

フ
ォ

ロ
ー

面
談

を
随

時
実

施
す

る
。
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

横
浜

市

　
精

神
疾

患
で

休
職

し
て

い
る

教
職

員
　

義
務

化
は

し
て

い
な

い
が

、
復

職
審

査
の

際
の

判
断

材
料

と
し

て
審

査
会

が
実

施
を

求
め

て
い

る
。

　
原

則
と

し
て

、
所

属
校

で
実

施
　

出
勤

訓
練

か
ら

始
め

、
事

務
作

業
、

児
童

・
生

徒
と

接
す

る
ま

で
段

階
的

に
行

う
。

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
学

校
事

情
、

休
職

者
の

状
況

に
合

わ
せ

て
作

成
す

る
。

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

か
ら

８
週

間
　

な
し

・
教

職
員

健
康

相
談

室
の

医
師

に
よ

る
面

談
を

復
職

後
、

お
お

む
ね

６
か

月
以

内
に

実
施

す
る

。
・
必

要
に

応
じ

、
教

職
員

健
康

相
談

室
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

が
学

校
を

訪
問

し
、

本
人

お
よ

び
管

理
職

と
面

談
を

行
う

。

　
教

職
員

健
康

相
談

室
の

医
師

が
不

要
と

判
断

す
る

ま
で

。

相
模

原
市

　
市

立
小

学
校

及
び

中
学

校
の

県
費

負
担

教
職

員
の

う
ち

、
心

身
の

故
障

に
よ

り
休

職
中

の
教

職
員

で
、

こ
れ

を
行

う
こ

と
を

申
し

出
た

者

　
な

し
　

職
場

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は

、
原

則
と

し
て

所
属

す
る

学
校

内
で

行
う

。
（
１

）
主

治
医

と
連

携
を

図
り

、
段

階
的

に
回

復
に

向
か

え
る

効
果

的
な

内
容

と
す

る
こ

と
。

（
２

）
本

人
、

そ
の

家
族

の
希

望
及

び
主

治
医

の
意

見
を

反
映

さ
せ

た
内

容
と

す
る

こ
と

。
（
３

）
補

助
的

な
事

務
及

び
作

業
等

に
す

る
こ

と
。

　
３

月
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

、
主

治
医

の
意

見
に

基
づ

き
申

出
者

が
申

し
出

た
期

間

　
本

人
の

希
望

を
確

認
し

た
上

で
、

互
助

会
で

負
担

　
復

職
後

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

面
談

実
施

者
：
産

業
医

・
精

神
科

医
・
保

健
師

復
職

後
：
１

～
２

週
間

、
　

　
　

　
　

１
か

月
、

３
か

月
、

６
か

月
　

管
理

職
と

相
談

し
、

本
人

の
希

望
を

聞
き

な
が

ら
状

況
に

応
じ

て
実

施

　
健

康
審

査
会

の
審

議
に

よ
り

経
過

観
察

期
間

が
決

定

新
潟

市

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
休

職
中

で
職

場
復

帰
に

向
け

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

施
を

希
望

す
る

者
　

本
人

の
希

望
を

前
提

と
す

る
が

、
実

質
的

に
は

所
属

長
が

プ
ロ

グ
ラ

ム
へ

の
取

組
を

促
し

、
平

成
２

１
年

度
で

は
復

職
し

た
全

員
が

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
た

。

　
対

象
者

の
病

気
の

回
復

状
況

を
考

慮
し

な
が

ら
、

所
属

校
に

お
い

て
簡

単
な

事
務

作
業

や
授

業
参

観
・
授

業
補

助
な

ど
を

行
う

。
　

１
回

に
つ

き
３

週
間

程
度

（
複

数
回

の
実

施
も

可
）

　
あ

り
・
職

場
で

の
状

況
（
授

業
、

事
務

処
理

、
児

童
生

徒
の

対
応

等
）

・
通

院
や

服
薬

の
状

況
・
身

体
的

な
状

況
・
精

神
的

な
状

況
　

等

　
復

職
か

ら
３

か
月

及
び

６
か

月
経

過
後

に
観

察
報

告
書

を
提

出
す

る
。

静
岡

市

　
静

岡
市

立
小

学
校

及
び

中
学

校
に

勤
務

す
る

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
(昭

和
３

１
年

法
律

第
１

６
２

号
)

第
３

７
条

第
1
項

に
規

定
す

る
県

費
負

担
教

職
員

で
常

勤
の

者

　
な

し
　

※
休

職
職

員
等

に
対

し
て

、
治

療
行

為
の

一
環

と
し

て
、

主
治

医
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
に

、
静

岡
市

教
育

委
員

会
の

承
認

を
得

た
後

、
校

長
の

指
導

及
び

監
督

の
も

と
に

行
わ

れ
る

。

(1
) 
９

０
日

以
上

の
特

別
休

暇
中

の
職

員
（
過

去
５

年
間

に
精

神
的

な
疾

患
に

よ
り

特
別

休
暇

を
取

得
し

た
職

員
又

は
休

職
し

た
職

員
を

除
く
。

）
：
第

１
週

は
１

日
４

時
間

程
度

で
職

場
に

慣
れ

る
程

度
の

簡
易

な
業

務
と

し
、

第
２

週
は

半
日

か
ら

ほ
ぼ

全
日

で
実

践
的

な
業

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(2
) 
休

職
中

及
び

過
去

５
年

間
に

精
神

的
な

疾
患

に
よ

り
特

別
休

暇
を

取
得

し
た

職
員

又
は

休
職

し
た

職
員

：
別

表
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

(1
)２

週
間

(2
)４

週
間

※
訓

練
対

象
職

員
は

、
訓

練
期

間
に

お
い

て
週

休
日

及
び

休
日

を
除

く
日

の
３

分
の

２
以

上
の

日
数

を
出

校
し

、
訓

練
を

行
う

。

　
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

は
行

っ
て

い
な

い
。

　
な

し
　

な
し

浜
松

市

　
浜

松
市

立
小

学
校

及
び

中
学

校
に

勤
務

す
る

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
(昭

和
３

１
年

法
律

第
１

６
２

号
)

第
３

７
条

第
1
項

に
規

定
す

る
県

費
負

担
教

職
員

で
常

勤
の

者

　
な

し
　

※
休

職
職

員
等

に
対

し
て

、
治

療
行

為
の

一
環

と
し

て
、

主
治

医
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
に

、
浜

松
市

教
育

委
員

会
の

承
認

を
得

た
後

、
校

長
の

指
導

及
び

監
督

の
も

と
に

行
わ

れ
る

。

(1
) 
特

別
休

暇
中

の
職

員
（
過

去
５

年
間

に
精

神
的

な
疾

患
に

よ
り

特
別

休
暇

を
取

得
し

た
職

員
又

は
休

職
し

た
職

員
を

除
く
。

）
：
第

１
週

は
１

日
４

時
間

程
度

で
職

場
に

慣
れ

る
程

度
の

簡
易

な
業

務
と

し
、

第
２

週
は

半
日

か
ら

ほ
ぼ

全
日

で
実

践
的

な
業

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(2
) 
休

職
中

及
び

過
去

５
年

間
に

精
神

的
な

疾
患

に
よ

り
特

別
休

暇
を

取
得

し
た

職
員

又
は

休
職

し
た

職
員

：
別

表
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

(1
)２

週
間

(2
)４

週
間

※
訓

練
対

象
職

員
は

、
訓

練
期

間
に

お
い

て
週

休
日

及
び

休
日

を
除

く
日

の
３

分
の

１
以

上
の

日
数

を
出

校
し

、
訓

練
を

行
う

。

　
な

し
　

復
職

後
、

教
育

委
員

会
の

保
健

師
が

学
校

訪
問

を
行

い
、

所
属

長
、

当
該

職
員

と
の

面
談

を
行

い
、

保
健

指
導

を
行

う
。

　
な

し

名
古

屋
市

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
休

職
中

の
職

員
で

、
そ

の
病

状
が

安
定

し
、

か
つ

復
職

準
備

登
校

を
希

望
す

る
教

職
員

　
な

し
　

休
職

中
の

職
員

が
復

職
面

接
前

に
所

属
の

学
校

へ
試

験
的

に
登

校
し

、
対

象
職

員
が

休
職

前
に

従
事

し
て

い
た

職
務

を
考

慮
し

て
、

主
治

医
と

相
談

の
上

、
決

定
し

た
業

務
を

行
う

。
　

引
き

続
く
５

～
１

０
日

間
　

な
し

　
保

健
師

に
よ

る
電

話
ま

た
は

職
場

訪
問

で
の

状
況

確
認

及
び

衛
生

管
理

医
師

に
よ

る
フ

ォ
ロ

ー
面

接
の

実
施

　
職

員
の

状
況

に
応

じ
て

、
個

別
に

必
要

な
期

間

京
都

市

１
　

精
神

・
神

経
系

疾
患

等
で

休
職

中
の

教
職

員
２

　
病

気
休

職
か

ら
復

職
し

た
教

職
員

３
　

指
導

困
難

な
状

態
に

陥
り

、
長

期
休

業
等

を
3
月

以
上

取
得

せ
ざ

る
を

得
な

く
な

っ
た

教
員

の
復

職
に

あ
た

り
、

教
育

委
員

会
関

係
各

課
が

協
議

し
て

必
要

と
認

め
た

者

１
　

な
し

（
希

望
す

る
場

合
の

み
）

２
　

な
し

（
希

望
す

る
場

合
の

み
）

３
　

あ
り

１
　

療
養

の
一

環
と

し
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
勤

務
を

実
施

す
る

。
２

　
復

職
者

１
人

に
対

し
て

必
要

に
応

じ
１

週
間

に
つ

き
１

０
時

間
の

範
囲

内
で

非
常

勤
講

師
等

を
措

置
す

る
。

３
　

復
職

者
の

う
ち

、
指

導
困

難
状

態
に

陥
り

、
そ

の
こ

と
に

起
因

し
て

長
期

休
養

等
に

入
っ

た
教

員
の

職
場

復
帰

に
当

た
り

復
職

時
集

中
指

導
を

実
施

す
る

。

１
　

原
則

１
月

間
２

　
最

大
３

月
間

３
　

１
年

間

１
　

あ
り

（
傷

害
総

合
保

険
）

※
２

、
３

は
、

該
当

し
な

い
。

　
所

属
長

が
定

期
的

に
復

帰
後

の
該

当
職

員
の

状
況

把
握

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

、
指

導
助

言
を

行
う

。
　

復
帰

職
員

に
応

じ
て

、
必

要
な

期
間

、
経

過
観

察
を

行
う

。

大
阪

市

　
精

神
疾

患
に

よ
る

病
気

休
職

者
の

う
ち

、
復

職
ま

で
に

休
職

の
期

間
が

６
か

月
を

経
過

し
て

い
る

者
又

は
復

職
後

同
一

疾
病

で
再

度
休

職
し

た
者

で
、

そ
の

間
の

勤
務

実
績

が
６

か
月

に
満

た
な

い
も

の
（
講

師
を

除
く
教

育
職

員
）

　
な

し
（
１

）
休

職
中

の
支

援
　

・
校

園
長

に
よ

る
休

職
者

及
び

主
治

医
へ

の
復

職
支

援
事

業
の

内
容

説
明

（
２

）
復

職
前

の
支

援
　

・
校

園
長

に
よ

る
復

職
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
作

成
　

・
嘱

託
専

門
医

に
よ

る
復

職
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
前

面
談

　
・
１

か
月

程
度

の
復

職
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の

実
施

（
在

籍
校

で
実

施
）

　
・
嘱

託
専

門
医

に
よ

る
復

職
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
後

面
談

　
復

職
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
は

１
か

月
程

度
　

施
設

賠
償

責
任

保
険

（
対

人
・
対

物
）

①
校

園
長

に
よ

る
校

園
内

受
入

体
制

の
整

備
②

校
園

長
に

よ
る

復
職

後
の

勤
務

状
況

の
把

握
③

嘱
託

相
談

員
に

よ
る

復
職

後
の

勤
務

状
況

の
把

握

②
は

１
か

月
後

に
教

育
委

員
会

へ
報

告
そ

の
他

は
、

特
に

定
め

は
な

い
。

堺
市

　
精

神
性

疾
患

に
よ

り
療

養
の

た
め

長
期

間
職

場
を

離
れ

て
い

る
職

員
で

、
職

場
復

帰
が

可
能

と
考

え
ら

れ
る

程
度

に
回

復
し

た
者

　
な

し
（
任

意
）

（
１

）
専

門
医

療
機

関
に

お
け

る
復

職
に

向
け

た
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
　

　
集

団
精

神
療

法
、

模
擬

授
業

、
各

種
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

等
　

　
場

所
：
近

畿
中

央
病

院
（
２

）
職

場
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

　
　

通
勤

練
習

・
教

材
研

究
・
資

料
収

集
等

準
備

　
　

職
員

会
議

へ
の

参
加

等
　

　
場

所
：
現

任
校

（
１

）
　

３
か

月
（
１

週
間

に
２

回
）

（
２

）
　

４
週

間
程

度
（
個

別
ケ

ー
ス

に
よ

り
期

間
調

整
）

　
な

し
・
休

職
の

原
因

と
な

っ
た

事
象

等
へ

の
配

慮
状

況
・
管

理
職

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
・
職

場
の

同
僚

と
の

人
間

関
係

・
生

徒
や

保
護

者
と

の
人

間
関

係
・
授

業
・
ク

ラ
ス

運
営

状
況

・
学

習
指

導
・
生

徒
指

導
能

力
等

・
通

院
・
服

薬
状

況
・
出

勤
状

況
・
そ

の
他

体
調

で
気

に
な

る
こ

と

学
期

に
1
度

、
原

則
と

し
て

1
年

間
（
個

別
対

応
は

随
時

実
施

）

神
戸

市

　
精

神
疾

患
等

に
よ

る
病

気
休

暇
・
休

職
者

　
な

し
①

職
場

復
帰

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

公
立

学
校

共
済

組
合

近
畿

中
央

病
院

に
お

い
て

、
精

神
科

医
・
臨

床
心

理
士

ほ
か

専
門

家
チ

ー
ム

に
よ

る
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

や
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

通
し

て
、

職
場

に
戻

る
た

め
に

必
要

な
意

欲
や

自
覚

の
回

復
を

図
る

。
②

プ
レ

出
勤

所
属

校
に

お
い

て
、

職
場

復
帰

前
に

一
定

期
間

の
準

備
期

間
を

経
験

さ
せ

、
復

帰
・
復

職
に

対
す

る
不

安
の

解
消

を
図

る
。

①
約

３
か

月
②

原
則

４
週

間
　

あ
り

　
勤

務
状

況
の

確
認

　
個

別
の

状
況

に
よ

る
。
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１
．

対
象

者
２

．
復

職
に

あ
た

っ
て

の
受

講
義

務
の

有
無

３
．

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

内
容

（
実

施
場

所
を

含
む

。
）

４
．

実
施

時
期

５
．

受
講

者
に

対
す

る
公

費
に

よ
る

保
険

措
置

６
．

復
職

後
の

経
過

観
察

の
内

容
７

．
復

職
後

の
経

過
観

察
の

実
施

期
間

県
 市

 名

岡
山

市

　
精

神
疾

患
等

に
よ

り
休

職
し

て
い

る
岡

山
市

教
育

委
員

会
の

任
命

に
係

る
県

費
負

担
教

職
員

、
岡

山
市

立
幼

稚
園

に
勤

務
す

る
園

長
及

び
教

諭
並

び
に

岡
山

市
立

岡
山

後
楽

館
高

等
学

校
に

勤
務

す
る

校
長

、
教

頭
、

教
諭

及
び

養
護

教
諭

　
な

し
（
主

治
医

の
実

施
可

の
判

断
と

該
当

者
へ

の
同

意
に

よ
り

実
施

）

　
学

校
へ

の
在

校
時

間
を

徐
々

に
伸

ば
し

、
４

週
目

に
は

１
日

在
校

で
き

る
よ

う
に

す
る

慣
ら

し
勤

務
で

、
原

則
と

し
て

対
象

者
の

所
属

で
行

う
。

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

　
傷

害
保

険
と

損
害

賠
償

保
険

に
加

入
す

る
　

現
在

の
本

人
の

状
況

・
校

務
分

掌
及

び
授

業
時

数
・
職

場
で

の
状

況
・
通

院
や

服
薬

の
状

況
・
身

体
的

な
状

況
・
精

神
的

な
状

況
・
対

人
関

係
　

等
　

所
属

長
の

意
見

・
現

在
の

状
況

を
３

段
階

で
表

し
て

も
ら

う
。

　
復

職
後

３
か

月
後

と
６

か
月

後
に

「
復

職
後

状
況

報
告

書
」
の

提
出

を
求

め
て

い
る

。

広
島

市
　

精
神

疾
患

に
よ

る
休

職
者

の
う

ち
復

職
希

望
者

（
復

職
可

の
診

断
書

が
必

要
）

　
あ

り
　

勤
務

校
に

お
い

て
１

０
０

時
間

の
学

校
観

察
を

行
う

。
他

の
教

員
の

補
助

的
な

業
務

等
で

少
し

ず
つ

慣
れ

て
い

き
、

最
終

的
に

は
授

業
を

行
う

こ
と

を
目

指
す

。
　

３
週

間
　

あ
り

　
所

属
校

に
よ

る
健

康
状

態
の

確
認

　
１

年
間

北
九

州
市

【
県

費
負

担
教

職
員

】
北

九
州

市
立

学
校

教
職

員
（
大

学
は

除
く
）

の
う

ち
、

精
神

神
経

系
疾

患
に

よ
り

休
職

中
の

職
員

【
市

費
負

担
教

職
員

】
試

し
出

勤
の

希
望

を
有

す
る

病
気

休
職

中
の

職
員

（
試

し
出

勤
を

行
う

こ
と

で
心

身
の

調
子

を
整

え
、

復
職

に
向

け
て

体
力

や
職

務
に

お
い

て
自

信
を

つ
け

る
こ

と
を

目
的

で
臨

む
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

主
治

医
が

試
し

出
勤

を
理

解
し

、
主

治
医

か
ら

積
極

的
な

支
援

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
職

員
）

　
な

し
【
県

費
負

担
教

職
員

】
・
学

校
長

は
、

職
員

本
人

・
家

族
・
主

治
医

と
十

分
に

協
議

の
上

、
実

施
計

画
書

を
作

成
し

、
計

画
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

・
実

施
期

間
を

４
つ

に
区

分
し

、
段

階
的

に
業

務
を

実
施

す
る

。
・
現

職
場

で
実

施
す

る
。

【
市

費
負

担
教

職
員

】
・
復

職
後

の
業

務
を

踏
ま

え
た

段
階

的
な

訓
練

（
職

務
に

対
す

る
責

任
を

負
わ

な
い

）
・
職

員
は

管
理

職
、

産
業

医
の

指
導

を
受

け
、

主
治

医
の

助
言

の
下

で
「
実

施
計

画
書

」
を

作
成

し
、

計
画

書
に

基
づ

い
て

実
施

・
現

職
場

で
実

施

【
県

費
負

担
教

職
員

】
原

則
と

し
て

、
４

週
間

【
市

費
負

担
教

職
員

】
・
開

始
か

ら
概

ね
２

～
３

か
月 ・
最

終
的

に
終

日
勤

務
を

１
か

月
程

度
継

続
・
開

始
か

ら
最

長
で

６
か

月
を

超
え

な
い

期
間

　
な

し
【
県

費
負

担
教

職
員

】
状

況
に

応
じ

て
精

神
科

医
面

談
を

実
施

【
市

費
負

担
教

職
員

】
復

職
後

に
産

業
医

面
談

を
実

施
（
実

施
時

期
は

市
給

与
課

が
調

整
）

【
県

費
負

担
教

職
員

】
精

神
科

医
面

談
の

状
況

に
よ

り
調

整
【
市

費
負

担
教

職
員

】
産

業
医

面
談

の
状

況
に

よ
り

調
整

福
岡

市

　
精

神
系

疾
患

で
病

気
休

職
中

の
教

育
職

員
（
教

諭
の

ほ
か

校
長

、
園

長
、

教
頭

、
養

護
教

諭
、

県
費

事
務

職
員

、
栄

養
職

員
、

常
勤

講
師

）

　
な

し
１

　
職

場
復

帰
訓

練
　

・
所

属
長

は
、

訓
練

の
実

施
時

期
や

内
容

等
に

つ
い

て
休

職
者

の
主

治
医

、
休

職
者

本
人

、
そ

の
家

族
等

と
十

分
協

議
し

職
場

復
帰

訓
練

実
施

計
画

書
を

作
成

す
る

。
　

・
徐

々
に

職
場

に
適

応
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ス

テ
ッ

プ
の

目
標

に
応

じ
、

原
則

と
し

て
実

施
期

間
を

４
程

度
に

区
分

し
段

階
的

に
実

施
す

る
(実

施
場

所
：
休

職
者

の
所

属
す

る
学

校
)。

２
　

復
職

支
援

非
常

勤
講

師
の

配
置

　
　

病
気

の
再

発
を

防
止

し
な

が
ら

職
務

遂
行

能
力

を
円

滑
に

回
復

さ
せ

る
た

め
、

復
職

か
ら

３
か

月
程

度
非

常
勤

講
師

を
配

置
す

る
。

３
　

教
職

員
健

康
管

理
専

門
員

の
配

置
　

　
嘱

託
保

健
師

２
名

を
教

育
委

員
会

に
配

置
し

、
職

場
復

帰
訓

練
に

計
画

・
実

施
に

関
す

る
助

言
や

復
職

後
の

健
康

管
理

等
に

関
す

る
助

言
を

行
う

。

　
原

則
と

し
て

、
４

週
間

　
な

し
　

嘱
託

保
健

師
２

名
を

教
育

委
員

会
に

配
置

し
、

復
職

支
援

と
し

て
、

復
職

後
６

か
月

間
学

校
訪

問
に

よ
る

健
康

管
理

等
の

業
務

を
行

っ
て

い
る

。

　
６

か
月

間

熊
本

市

　
熊

本
市

立
学

校
等

に
勤

務
す

る
教

職
員

の
う

ち
、

精
神

神
経

系
疾

患
に

よ
り

休
職

中
の

者
及

び
精

神
神

経
系

疾
患

以
外

の
疾

患
に

よ
り

休
職

中
の

者
で

精
神

神
経

系
疾

患
も

併
せ

て
患

っ
て

い
る

者

　
な

し
　

所
属

す
る

学
校

に
お

い
て

、
徐

々
に

休
職

者
を

職
場

に
適

応
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

訓
練

内
容

を
お

お
よ

そ
１

週
間

ご
と

に
４

段
階

に
分

け
て

実
施

し
、

比
較

的
や

さ
し

い
仕

事
を

経
て

、
徐

々
に

本
来

の
職

務
内

容
に

近
づ

け
る

よ
う

そ
れ

ぞ
れ

の
ス

テ
ッ

プ
に

目
標

を
定

め
、

段
階

的
に

訓
練

を
実

施
す

る
。

　
４

週
間

た
だ

し
、

必
要

に
応

じ
て

４
週

間
を

超
え

て
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
な

し
　

保
健

師
に

よ
る

電
話

で
の

状
況

確
認

及
び

必
要

で
あ

れ
ば

産
業

医
に

よ
る

フ
ォ

ロ
ー

面
接

の
実

施
　

職
員

の
状

況
に

応
じ

て
、

個
別

に
必

要
な

期
間
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２．条件附採用制度の状況について

２－１ 条件附採用制度の状況について（概要）

（１）条件附採用期間を経て正式採用とならなかった者の推移（過去10年間）

（２）条件附採用期間を経て正式採用とならなかった者（依願退職者を除く）の数の推移

（過去10年間）

（３）条件附採用期間を経て正式採用とならなかった者（依願退職者）の数の推移

（過去10年間）

（注）病気を理由とする依願退職者のうち精神疾患によるものの数は、21年度から調査
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２－２　条件附採用（平成２３年度(平成２３年４月１日～６月１日）に採用された者） （単位：人）

① 　②（ア＋イ＋ウ） ③ ④ ⑤ ⑥
ア イ ウ

不採用→
依願退職

病気
(うち精神
疾患)

その他
(自己都合)

1 北海道 8 8 5 5 3
2 青森県 ○
3 岩手県 1 1 1 ○
4 宮城県 1 1 1 1 ○
5 秋田県
6 山形県
7 福島県 1 1 1 1
8 茨城県 2 2 2 2
9 栃木県 7 7 3 3 4 ○
10 群馬県 2 2 1 1 1
11 埼玉県 18 16 5 5 11 2 ○
12 千葉県 17 17 2 9 8 6 ○
13 東京都 93 3 85 12 29 20 44 3 2 ○
14 神奈川県 27 25 8 7 17 2 ○
15 新潟県 1 1 1 ○
16 富山県 4 4 1 1 3 ○
17 石川県 1 1 1
18 福井県 1 1 1 1
19 山梨県 ○
20 長野県 ○
21 岐阜県 6 6 2 2 4
22 静岡県 8 8 4 4 4
23 愛知県 12 12 4 4 8 ○
24 三重県 4 4 3 3 1 ○
25 滋賀県 3 3 3 ○(小中のみ)

26 京都府 8 8 2 1 6
27 大阪府 21 21 9 8 12
28 兵庫県 9 1 8 2 2 6
29 奈良県 ○
30 和歌山県
31 鳥取県 ○
32 島根県 ○
33 岡山県 4 4 2 2 2
34 広島県 8 8 2 2 6 ○
35 山口県 2 2 2 2 ○
36 徳島県 1 1 1 1
37 香川県 1 1 1
38 愛媛県 ○
39 高知県 1 1 1
40 福岡県 3 3 2 2 1 ○
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県 ○
45 宮崎県 2 2 2 ○
46 鹿児島県 3 2 1 1 1
47 沖縄県 2 1 1 1 ○
48 札幌市
49 仙台市 ○
50 さいたま市 ○
51 千葉市 2 2 1 1 1 ○
52 川崎市 5 5 4 4 1 ○
53 横浜市 9 9 3 2 6 ○
54 相模原市 3 3 1 1 2 ○
55 新潟市 ○
56 静岡市
57 浜松市 1 1 1 1
58 名古屋市 2 2 1 1 1
59 京都市 3 3 2 2 1
60 大阪市 4 4 2 2 2
61 堺市 2 1 1 1 1 ○
62 神戸市
63 岡山市 ○
64 広島市 ○
65 北九州市 1 1 1 ○
66 福岡市 1 1 1 ○

315 4 299 16 118 103 165 4 1 6 1 37

（注）特別評定とは、条件附採用期間中の教員に対して行う勤務評定で、一般の勤務評定と実施時期や評定方法等が異なるものを指す。

分限免職

事　　由　　別　　内　　訳

特別評定
の実施

懲戒免職 欠格条項
失職

合　計

都道府県
指定都市

正式採用と
ならなかった

人数

教特法１２条
による不採

用

依願退職 死亡退職

- 20 -


